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第１章 児童虐待相談の基礎知識 

１ 児童虐待とは  

「児童虐待」とは、本来子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子

どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為のことをいい

ます。虐待は、子どもに対するきわめて重大な人権侵害です。  

また、児童虐待は、保護者が「しつけだから」、「子どものためを思って」などと、保護

者の意図で判断されるものではありません。子どもの状況、保護者の状況、生活環境などか

ら総合的に判断することが大切です。 

           
「しつけ」と「虐待」の違い 

“保護者の意図に関わらず、子どもの立場から判断します”  

児童虐待の見極めをする際に、「しつけ」なのか「虐待」なのかの判断に迷う 

   ことがしばしば問題視されます。しかし、「しつけ」と「虐待」は、同じ延長線 

上にあるものではなく、質的に違うものです。 

 親がよかれと思って「しつけ」をしているつもりでも、結果的に子どもの成長 

や発達に有害な影響を与えていれば、もはや「しつけ」とは言えず虐待と判断さ 

れます。 

 例えば、「しつけ」に暴力を使うと、確かに子どもはその場では従うかもしれ 

ませんが、それはただ怖いから従っているだけであり、子どもの心に染み入る「 

しつけ」になっているものではありません。また、「しつけ」に名を借りた暴力 

が続けば、子どもは「愛情＝暴力」として誤って認識してしまうこともあります。 

 虐待を考える上での大原則は、「子どもの心身の安全を守る」ということです。 

 「しつけである」とか、「良い子にするため」という保護者の意図とは関わり 

なく、子どもにとって有害であるか、子ども自身が苦痛を感じているか、という 

視点から、「しつけ」と「虐待」の違いを判断すべきです。 

 

 

子どもの「保護者」が対象 

「保護者」とは「子どもを現に監護している者」を言います。場合によっては、

祖父母やおじ・おばも保護者となることがあります。また、離婚した親権・監護権

を有しない親や、同居していなくても頻繁に出入りしている親のパートナーなども、

子どもにとって「保護者」に等しい存在である場合は、対象となります。  



2 

 

２ 児童虐待の種類 （児童虐待防止法 第２条） 

児童虐待は、一般的に次のような４つのタイプに分類されますが、これらの行為は重複

していることがよくあります。 

児童虐待防止法では、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に

監護する者）が、その監護する児童（１８歳未満の子ども）に対して行う以下の行為とし

ています。  

 

（１）身体的虐待  

反復的・継続的な身体的暴行、または児童の身体に外傷が生じたり、生命に危険の恐れ 

 のある暴行を加えたりすることを言います。                 
 

 

（２）性的虐待  

  子どもにわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせることを言

います。        
 

 

 

体に傷や後遺症が残ったり、命そのものが奪われたりすることもあります。 

性的虐待は、子どもに深刻な精神的問題や行動上の問題を生じさせる可能性が高い

と考えられます。場合によっては、望まない妊娠や、異性や性に対して極端な嫌悪感

を抱くようになったり、安易に性行為を通じて対人関係をとろうとしたりするなど、

心と体に大きな傷を残します。 

○ 外傷としては、打撲傷、あざ（内出血）、骨折、頭部外傷、刺傷、たばこによ 

 る火傷などがあります。 

○ 生命に危険のある暴行とは、首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をか 

ける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬に戸 

外に閉め出す、縄などにより一室に拘束する、体を激しく揺さぶる（※）などの 

行為があります。  

体に傷や後遺症が残ったり、命そのものが奪われたりすることもあります。 

○ 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆や、子どもに性器や性交を  

 見せること、子どもをポルノグラフィーの被写体にする、子どもの目の前でポル 

ノビデオを見せるなどの行為があります。  

 

※ ≪乳幼児揺さぶられ症候群（Shaken baby syndrome）≫ 

新生児や乳幼児が、全身を強く揺さぶられたり、頭を打ち付けられることによ 

り脳内部や頸部に損傷を負い、死亡したりすることがあります。 

特に、２歳以下の子どもでは起こりやすく、普段の子育ての時にも十分に注意 

する必要があります。 

 



3 

 

（３）保護の怠慢・拒否（ネグレクト）   子どもの心身の健やかな発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、看護の怠 

慢、児童の安全に対する不注意や無関心、あるいは保護者以外の同居人の虐待行為を放置 

することを言います。                  
（４）心理的虐待  

  児童に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶 

 者への暴力（ドメスティック・バイオレンス、略して「ＤＶ」）その他児童に著しい心理 

的外傷を与える言動を行うことを言います。          発達・成長が遅れることがあります。極端な場合、栄養失調や脱水症状で死に至

ることもあります。 

心に傷を負い、おびえや不安、うつ状態、自己否定感、無感動・無反応、強い攻

撃性などを示すようになります。 

○ 子どもの健康・安全への配慮を怠っていることとして、例えば、家に閉じ込める、

子どもの意に反して学校に登校させない、治療が必要な病気になっても病院に連れ

て行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置するな

どがあります。  

○ 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない（愛情遮断など）。 

○ 適切な食事を与えない、下着など長時間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な

環境の中で生活させるなど、食事や衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を

損なうほどの無関心・怠慢なことを言います。  

○ 子どもを遺棄すること、一緒に暮らしている人が子どもを虐待しているのに、 

親が見て見ぬふりをすることなども含まれます。  

○言葉による脅かし、脅迫など  

○子どもを無視したり、拒否的な態度を示すなど。  

○子どもの心や自尊心を傷つけるような言葉を繰り返し言う。  

○他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。  

○子どもの目の前で行われる配偶者への暴力（DV）など。 
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３ 児童虐待の判断と重症度 

最重度虐待  身体的虐待によって生命の危機に関わる受傷、ネグレクト等のための衰 

（生命の危険） 弱死の危険性があるもの 

 重度虐待   今すぐには生命の危険はないと考えられるが、現に子どもの健康や成         長、発達等に重要な影響が生じているか、生じる可能性のあるもの 

        ① 継続的医療を必要とするほどの外傷がある（幼児で打撲傷がある、 

          裂傷、目に傷がある）場合 

        ② 成長障害や発達遅延が顕著である場合 

        ③ 生存に必要な食事、衣類、住居が与えられていない場合 

        ④ 明らかな性行為がある場合 

        ⑤ 家から出してもらえない、部屋に閉じ込められている場合 

中度虐待    継続的な治療を要する程度の外傷や栄養障害はないが、長期的に見る          と子どもの人格形成に重大な問題を残すことが危惧されるもの 

        ① 今までに慢性的にあざや傷痕ができるような暴力を受けていたり、 

          長期に渡って、身体的・情緒的にネグレクトされていたために、 

          人格形成に問題が残りそうな場合 

        ② 現在の虐待が軽度であっても、生活環境等の育児条件が極度に不  

良なため、自然経過ではこれ以上改善が望めそうもなく、今後の 

虐待の増強や人格形成が危惧される場合 

        ③ 親に慢性の精神疾患（統合失調症、気分障害、精神遅滞、アルコ 

          －ルや薬物依存等）があり、子どもの世話ができない場合 

        ④ 長時間大人のいない家に置き去りにしている場合 

 軽度虐待   実際に子どもへの暴力があり、親や周囲の者が虐待と感じているが、 

        一定の制御があり、一時的なものと考えられ、親子関係には重篤な病 

        理がみられない 

        ① 外傷が残るほどではないが、暴力行為があるもの 

        ② 子どもの健康問題が起きるほどではないが、ネグレクト傾向があ 

          る場合  虐待の危惧  暴力やネグレクトの虐待行為はないが、「叩いてしまいそう」、 

あり     「世話をしたくない」等、子どもへの虐待を危惧する訴えがあるもの   
重症度判定基準補足：子どもの状況、母親及び父親等養育者の社会心理的状況、地域社会

等環境要因を加味し、他の要素と関連させて重症度のランクを一ラ

ンクあげる等、柔軟に考えます。        



5 

 

４ 実施機関（所沢児童相談所・入間市）の基本的役割 

※児童福祉法第10条（市町村の業務）、第11条（都道府県の業務） 

        
図：児童虐待の重症度と各機関の関係   

【関係機関】                       最重度     所沢児童相談所  狭山警察署 

 狭山保健所  

健康福祉センター 

医療機関                  重 度 

学校 

保育所（園）  

 幼稚園    等 

 

              中 度                          軽 度     
                        入間市要保護児童対策地域協議会          
所沢児童相談所 

より高度で専門的な対応、法的対応が必要なケースに重点的な対応 

（市援助、相談援助、心理判定、一時保護、措置等） 

入間市 
一義的相談窓口 

（子育て支援、養育相談、早期発見、地域での見守り等） 
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５ 虐待が起きる背景（要因） 

児童虐待は、さまざまな要因が絡み合って発生すると考えられます。特定の要因だけが

虐待を引き起こす原因と判断することなく、虐待が起きている家庭が抱えている問題や家

族の背景などから捉えていく必要があります。  

 

 家庭の状況 

夫婦関係が不安定な場合や経済的な困窮を抱えている場合などで、家庭内に過度のスト 

レスが高まると虐待が発生しやすくなります。また、アルコール依存や精神的な問題を抱 

えていた場合には家庭内が不安定になり虐待が起こる場合もあります。              

 社会からの孤立 

核家族化などで、身近に交流できる相手や子育ての悩みを相談できる人がいないことで 

悩みを抱え込んでしまい、育児ストレスが増加して子どもにあたってしまうことがありま 

す。また、周囲からの孤立により虐待の発見を遅らせ、虐待を深刻化させたりすることも 

あります。 

子ども自身の要因             

子どもが病気や障害を持っていたり、よく泣いたり、食べなかったりするなどのいわゆ 

る「手のかかる子」「育てにくい子」の場合は、親がその対応に追われて、余裕がなくな 

ったり、子どもに拒否的感情を持ち、虐待をしてしまう場合があります。             

 親と子どもの関係 
児童虐待では、きょうだいの中の特定の子どもだけが虐待の対象となる場合があります。 

例えば、病気などにより出産直後から長期間入院していて、その間母子分離状態にある 

と、その子どもに愛情を感じられなくなったり、虐待をしてしまう場合があります。 

親の生育歴  

虐待者の中には、子どもの頃に虐待を受け、人への信頼関係を持ちにくく、また、自己

評価も低いなど、安定した人間関係が築けない人が見られます。暴力を受けた体験は、自

分が子どもを育てるときに無意識のうちに再現しやすく、子どもに暴力をふるう場合があ

ります。また、親から得られなかった愛情と信頼を我が子との関係で満たそうとし、子ど

もが自分の期待どおりに応えてくれないと見離された気持ちになり、虐待をしてしまう場

合があります。 

  

 

これらの要因は、あくまでも虐待発生の可能性を高める要因（リスク要因）で 

あり、このリスク要因が絡み合ったときには、虐待へ発展しやすいということで、 

リスク要因があるから必ず虐待を引き起こすということではありません。若い保 

護者であっても健やかな子育てをしている人はたくさんいます。また、過去に虐 

待を受けた経験を持つ保護者、障害や慢性疾患のある子どもの保護者についても、 

健全な親子関係の中で子どもを育てています。リスク要因があるからといって、 

短絡的に虐待へ結びつけることは慎まなければなりません。 
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６ 虐待が子どもに及ぼす影響  

虐待を受けた子どもの心や体には、計り知れない深い傷が残ります。  

最も身近な存在である保護者との間の基本的な信頼関係が損なわれるため、人格形成に

も重大な影響が生じる可能性もあります。  

時にその影響は、次世代にも及ぶことも指摘されています。   

 

（１）身体的な影響 

①頭部外傷、頭蓋内出血、骨折、窒息、火傷  

頭部や胸部は、外傷が目立たなくても致命傷になる場合があります。 

 ②発育不全（低身長、低体重）  

  ネグレクトや心理的虐待により成長ホルモンが抑えられた結果、身長や体重が増加せ 

ず、発育不全に陥る場合があります。  

 

「愛情遮断症候群」 

  幼児期に母性愛を得られなかった子どもは、しばしば体・知能・性格などに障 

害をきたします。無関心・逃避・破壊的行動など性格的な歪みが目立ち、表情を 

出さずにじっと相手を見つめる顔つきを見せることもあります。精神発達の遅れ 

・栄養不良や低身長など心身両面に障害があらわれ、食事・排出・睡眠などに異 

常行動を示すこともあります。         

 

 

（２）知的発達への影響 

①知的発達の遅れ 

  身体的傷害の後遺症により知的障害が生じたり、ネグレクトにより必要な社会的刺激 

が与えられない結果、中枢神経の発達に影響を及ぼす場合があります。 

知的発達の問題は、さまざまな認知機能（知覚・記憶・思考・判断）の問題も生じる 

ことがあります。 

 

（３）精神面への影響 

①自己評価の低下 

   自分をダメな人間と捉え、自己評価が低くなったり、自分自身の存在を否定する場合

があります。  

②心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）  

 虐待で受けた心の傷（トラウマ）は、適切な治療を受けないまま放置されると将来に 

わたって心的外傷後ストレス障害（PTSD）として残り、思春期に至って問題行動とし 

てあらわれる場合があります。対人恐怖、不安症状、抑うつ状態など精神症状や心理的 

反応を引き起こす場合があります。 
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（４）行動面への影響 

①現実の世界からの逃避 

 保護者から暴力を受けた子どもは、暴力で問題を解決することを学習し、学校や地域 

で粗暴な行動をとるようになり、攻撃的・衝動的な行動をとったり、欲求のままに行動 

する場合があります。また、空虚感を解消するため万引きや過食、アルコール・薬物依 

存症に至る場合があります。  

 

（５）感情面への影響          

①感情のコントロール障害 

   些細なことで怒りを爆発させたり、破壊的な行動を起こす場合があります。 

  ②感情の抑制 

虐待を回避するために大人の顔色を窺がったり、大人の意図要求を察知して行動し、 

子どもらしい感情を抑制する場合があります。一見よくできた子どもに思える一方で、 

思春期等に問題が生じることもあります。 

 

（６）虐待の世代間連鎖 

①虐待の世代間連鎖  

 虐待をする保護者の中には、自分が子どもの時に虐待を受けていたという人が少なく 

ありません。子どもの頃の虐待の体験は、大人になって自分の子育てをする時、無意識 

のうちに自分の子どもに対して虐待をしてしまう場合があります。  

 

（７）ＤＶ家庭における子どもへの影響 

暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることがあります。 

また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターン 

から、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。 

さらに、ＤＶのある家庭は、配偶者等が子どもを虐待していても、母親が子どもを守る 

ことができないなど、子どもを守る機能が弱いことが指摘されています。 

 

 

  参考 マルトリートメント（不適切な養育）   

  「マルトリートメント」とは、身体的暴力、不当な扱い、明らかに不適切な養育、 

事故防止への配慮の欠如、言葉による脅かし、性的行為の強要等によって、明らか 

に危険が予測されたり、子どもが苦痛を受けたり、明らかな心身の問題が生じてい 

るような状態をいいます。 

〝大人の子どもへの不適切なかかわり″を意味し、児童虐待を広くとらえた概念で、 

諸外国では、「マルトリートメント」という概念が一般化しています。  
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７ 虐待対応の基本的視点  

（１）迅速な対応が必要 

  児童虐待にはいろいろな場面が想定されますが、ケースによっては生命に危険が及ぶこ 

ともあり、猶予の許されない緊急な対応が求められることになります。 

  特に迅速な対応としては、 

 

  ○ 子どもの安全確認に関しては、児童相談所運営指針では「迅速な対応を確保す 

る観点から「48 時間以内とする」ことが望ましい」と明記されており、「48 

時間ルール」として原則複数職員による直接目視を行わなければなりません。 

  ○ 子どもの安全確保を最優先で考えなければならず、親子分離が必要と判断した 

   場合には、速やかに児童相談所へ送致し一時保護による安全を図ります。 

  ○ 初期の調査では不備な点も多く、緊急性を判断できない場合もあるので、迅速 

   な調査が重要となります。 

  ○ 虐待は、24 時間 365 日、夜間や休日に関係なく起こりうるものです。市に 

   通告があった場合、警備員や当直等が受け、すぐに担当者に連絡するなどの通報 

   連絡体制を整備します。また、緊急連絡先（児童相談所全国共通ダイヤル、休日

夜間児童虐待通報ダイヤル、狭山警察署等）の周知を図る必要があります。 

 

 

（２）組織的な対応が必要 

  相談や通告があれば、その日のうちに緊急受理会議を開催し、その後の対応、調査やア  

 プローチの方法を検討することになります。 

 その場合には、 

 

 ○ 主管となるこども支援課内で協議を行いますが、直接関わりのある関係部署（母 

  子保健担当課、福祉担当課、教育委員会など）から予め情報収集しておくことで、 

  多面的で的確な判断を行うことができます。 

  ○ 対応や方針は会議で決定することとし、担当者一人で判断することは絶対に避け 

ます。   
（３）保護者への支援が必要 

  児童虐待が発生する家庭には、経済問題、両親間を含めて家族内の人間関係、病気など

様々な問題を抱えていることが多く見られます。保護者の精神疾患などから子どもとの関

わりに不安を持っていたり、愛情を感じながらも保護者の未熟さから養育方法を知らずに

焦りから虐待をすることも少なくありません。 

  また、虐待相談の 9 割は「在宅支援」を行っている状況の中で、多くの家庭では虐待し

た保護者と子どもが一緒に日々の生活を送ることになります。このため、保護者に対して

は、犯人的な捉え方ではなく、保護者が変わるための支援が重要となります。 

  保護者支援のためには、信頼関係を構築する必要があり、援助者側はできるだけ冷静に

対応し、保護者理解に努めながら関係を作るようにします。 

  しかし、保護者との関係をつけようと思うあまり、虐待を仕方のないことと認めてしま
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ったり、援助者が保護者の代理的に行動することになるような要求を受け入れたりする

と、援助者の方がコントロールされてしまうので注意が必要です。 

  保護者が子どもに対してどう関われるのか、援助者はそれをどう応援していけるのかと

いう立場をいつも忘れないようにしなければなりません。 

  そのためには、 

 

  ○ 保護者を責めることをしないで、相手を理解する姿勢で接します。 

  ○ 「こうあってほしい」という保護者なりの子ども像を掴み、保護者の現実の行為 

   がそのために役立っているかどうかを伝えていきます。 

  ○ 改善や解決できたことを共感し、誉めながらできることを増やしていきます。 

  ○ 援助者側ができること、できないことを明確に伝えます。   
（４）子どもに対する支援の基本 

  虐待を受けている子どもにとって最も必要な支援とは、安全と安心が確保されることで 

す。また、子どもたちが虐待行為を受けてから、または不適切な養育環境におかれてから 

の期間、虐待行為の程度などにより、子どもたちには多様な状況が表れます。 

 人への不信感や恐怖心、不安感を抱いています。更に親をはじめとする家族からの叱責、 

その他の大人からの否定的な対応を受けることにより、自己肯定感が見られず評価が低く 

なっている子どもも多く見られます。 

 そのため、 

 

 ○ 保護者との信頼関係も大切ですが、心身の危険性を認める場合には保護者の意向 

に反しても、親子分離（一時保護）により安全を確保することになります。 

 ○ 子ども自身がかけがえのない存在として、認められ、守られているという安心感 

を覚えられるよう、関わりを見守っていくことが求められます。         
                
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHL.nZJUGj8AMT2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=125bf7bhg/EXP=1418981246/**http:/cache5.amana.jp/preview640/11002026762.jpg


11 

 

第２章 児童虐待相談の対応について 

 

通告受理 
 ○通告の受理 

●児童虐待通告受理票の作成 

 

 

 

○児童の状況把握          ○は対応 

○家族の状況把握          ●は作成書類 

 

 

○緊急受理会議の開催 

○緊急性、要保護性の判断 

○対応方針の決定 

●子ども虐待評価チェックリスト 

●一時保護向けてのフローチャート 

 

○通告受理後４８時間以内に児童の安全確認 

○緊急性、要保護性の判断 

●児童虐待確認調査票の作成 

 

 

○リスクアセスメントの実施 

○支援方針の決定 

●児童虐待リスクアセスメント・チェックシートの作成 

 

 

○担当者による訪問、面接 

○事業の利用 

●家庭訪問時のチェックポイントの活用 

 

 

○児童や家庭の定期的な状況確認 

○支援方針の見直し 

○リスクアセスメントの再実施   
○終結の判断 

○世帯の転居に伴う引継ぎと終結 

↓ 
予備調査 

↓ 
対応方針の決定 

↓ 
安全確認調査 

↓ 
処遇の検討 

↓ 
在宅支援 

↓ 
進行管理 

↓ 
終 結 

 

 児童虐待相談対応の流れ 
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１ 通告受理（インテーク）  

(1)どこからどのような形で通告がなされるのか 

 虐待相談は、文書、口頭、電話、市のホームページ等、その方法にかかわらず、虐待の疑

いのある子どもについての相談（情報提供を含む）があった場合は、原則すべて「通告」と

して受理します。これらの通告は直接市民からなされるものと、保育所（園）、幼稚園、学

校、警察、病院などの関係機関からなされるものがありますが、対応の手順は同じです。ま

た、いわゆる「泣き声通報」の場合など、児童相談所から市に通告送致や調査依頼が行われ

ることもあります。 

 

(2)通告聞き取りの際の留意点 

 通告を受理した場合、受理した職員は「児童虐待通告受理票」（様式 3）を作成します。

電話や直接の面談の場合に聞き取る内容は、「児童虐待通告受理票」に記載されている事項

について聞き取ります。  

最初は、通告そのものに謝意を伝え、続けて「どんなことがありましたか」「何か気にな

ることがありましたか」と通告者が何でも話せるように問いかけます。また、話の中で、事

実関係が明確にならない場合、「それはいつのことですか」「今も続いていますか」「その

発言は誰がしたのですか」「本人はどう言っていましたか」などと具体的に聞き取ります。

特に通告時点での緊急性（怪我の有無など）や児童の所在は忘れずに把握します。 

 通告者が主観的な判断で語っている場合は、「そう思ったのはどんなことがあったからで

すか」「それはあなたがそう思ったのですか。それとも本人が言ったのですか」などと根拠

となる事実を確認します。また、通告者が感情的に混乱している場合は、「驚かれたでしょ

うね」「戸惑われたのもよくわかります」「無理せずお話になれることからお伝えください」

などと、気持ちに添った言葉掛けをします。 

 話を続けることにためらいがある場合は、匿名性が確保されることを伝えるほか、「お話

しいただくうえで、何か気になることはありますか」などと、通告者の疑問や不安を明確に

してそれを解消するよう心掛けます。 

 児童の氏名、住所、年齢などが不明の場合は、家の表札やアパート名と階室、自宅近くの

商店、子どもがランドセルを背負う姿を見かけるかなど、目安になるものを確認します。 

 

(3)子ども本人からの相談の場合の留意点 

 子ども本人からの相談がなされた場合は、特別な配慮が必要です。まさかと思うような内

容でも、しっかりと子どもの話に耳を傾けてください。子どもに話をしたことを後悔させな

いよう、落ち着いて対応します。 

 まずは、年齢を確認し、年齢に応じた言葉遣いを心掛け、話しやすい雰囲気にすることが

大切です。子どもが話してくれた勇気を評価し「良く伝えてくれたね。一緒にどうしたらい

いか考えたいので、もう少しお話してくれるかな」「お話してくれてありがとう。もう少し

どんなことがあったかわかると、あなたを助ける方法が考えやすくなるので、こちらが聞く

ことを教えてくれるかな」と子どもが話す気持ちになるような言葉掛けをします。そして、

子どもが用いた言葉を大切にして「そうか、嫌なことされたんだね」などと、まずは嫌だと

感じた気持ちを十分受け止めます。そのうえで、「その嫌なことってどんなことかな」など

と、子どもの安心と安全を守るために必要な範囲で、無理のないように事実関係を確認して

いきます。 
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 子どもが保護を求めている際は、児童相談所への通告送致を念頭に、子どもの所在の確認

を行い、早急に、直接会って面接をする段取りをつけます。 

 

２ 予備調査（情報収集）の方法 

児童虐待通告受理後、児童や家族の状況について、関係各課や関係機関などから情報収集

を行います。こうした情報を集めることで、虐待のリスクの判断や当面の対応の判断がしや

すくなります。例えば、 

 

  ※庁内関係各課が把握している情報 

  【住民情報システム】 

  ○ 児童及び家族の氏名、年齢、住所、転居歴など 

  ○ 世帯の課税状況 

  【健康福祉センター（地域保健課、健康管理課）】 

  ○ 乳幼児健診、予防接種の受診状況、赤ちゃん訪問等過去の世帯の関わりなど 

  【教育委員会、学校】 

  ○ 学校の在籍、学校における児童・保護者の情報、滞納等に関する情報など 

  【障害者支援課】 

  ○ 児童及び家族の障害の有無、程度、利用しているサービスなど 

  【生活支援課】 

  ○ 生活保護受給の有無、世帯の情報など 

  【保育幼稚園課】 

  ○ 保育所（園）・幼稚園在籍児童の把握、児童・保護者の情報、滞納等に関する 

    情報など 

【こども支援課】 

  ○ 児童手当、児童扶養手当の受給状況 

  ○ 子ども医療費等の利用状況 

  ※その他からの情報 

  ○ 民生委員・児童委員、主任児童委員～世帯の生活状況、近所付き合いの情報 

  ○ 医療機関～受診状況の情報 

  ○ 児童相談所～児童相談所での取り扱いの有無に関する情報 

 

 

３ 当面の方針の決定 

(1)緊急受理会議について 

 虐待通告を聴取した後は、直ちに、複数の職員により受理会議を開催します。聴取した職

員の主観で「虐待ではない」「見守りで十分である」「通告した機関で対応するべき」「緊

急性はなさそうだ」などと判断して通告を放置することがないようにします。 

受理会議で判断すべき点について、ポイントは 2 つあります。 

1 つ目は、子どもの安全確認について方法を検討することです。いつ、どこで、だれが、

どんな体制で、どのような目的で、どのように行うか決定します。 

 2 つ目は、児童相談所への通告送致の必要性について判断します。「子どもの虐待評価チ
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ェックリスト」（資料 1）や「一時保護に向けてのフローチャート」（資料 2）を使用し、

リスク評価を行います。緊急度が明らかな場合は、所沢児童相談所に通告送致を行います。

例えば、子どもの受傷の程度が酷い場合、乳幼児期で身体的虐待が繰り返されている場合、

極端な栄養障害や慢性の脱水傾向がある場合、怪我の放置など保護者が子どもに必要な医療

措置をとらない場合、性的虐待が強く疑われる場合、子どもと連絡がつかず居所が確認でき

ない場合などは、早急に子どもの安全確認を図ることが必要となりうる事態と認められま

す。このような場合では、受理会議にて緊急性の有無を判断し、直ちに児童相談所に通告送

致（「要保護児童等送致書」（様式９））を行います。緊急の場合は、文書によらず電話で

通告を行います。 

 なお、明らかに虐待がないと判断した場合は、調査を終了します。 

 

(2)児童の特定ができない場合 

 住所地に児童がいない等児童の特定ができない場合は、調査不能として処理します。なお

記録は他の児童虐待相談と同様に保存しておきます。 

 状況に応じて、主任児童委員や民生・児童委員、警察などの機関に留意するよう伝えるこ

とも有効です。 

 

 

４ 安全確認調査  

安全確認調査は、通告受理後 48 時間以内に児童の直接の目視により行います。調査内容

については「児童虐待確認調査票」（様式 6）に記載されている項目に沿って、調査を行い

ます。 

安全確認の目的は、子どもの状態を確認することと、面接等から親の子どもへの関わりに

ついて判断し、子どもの当面の安全を推測し、児童相談所へ通告送致の必要性の有無につい

て確認することですが、家庭訪問時に継続調査または当面の支援が必要と見られる場合は、

次回の面接予定を相談し、世帯に繋がりを持つことが大切です。 

 

≪子どもが家にいて、家庭内で安全確認する場合≫ 

(1)家庭訪問し安全確認を行う前に決めておくこと 

 

○ 訪問者については、複数対応が基本で、男女のペアが望ましいです。 

○ 身分を証明できるもの、名札の着用、名刺、訪問連絡票、筆記用具、携帯電話 

等を準備します。 

  ○ 地図にて訪問する家への行き方、どこに駐車するかを決めます。 

  ○ 訪問する時間を決定します。親子がそろっている時間帯に出向くようにします。  

  ○ 緊急性や要保護性が高い場合は、児童相談所と一緒に調査を行います。 
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(2)家庭訪問しても不在だった場合 

 家庭訪問しても応答がないなどの理由で、児相の確認ができない場合は、以下のような対

応を行います。 

 

○ こども支援課に連絡するよう、「訪問ご不在票」（様式 7）を置いてきます。 

○ 早朝、夜など時間帯を変えて、繰り返し訪問します。 

  ○ 洗濯物や郵便物の様子、電気メーターのまわり方などを確認します。 

  ○ 民生委員・児童委員や主任児童委員に周辺調査を依頼します。  

  ○ 緊急性や要保護性が高い場合は、児童相談所と一緒に調査を行います。 

  ○ 関係各課や関係機関で情報を共有し、対応策を検討します。 

  ○ プライバシーに配慮しながら、親族や近隣知人、集合住宅の管理人などから情 

報を収集します。 

  

こうした対応を持っても安全確認ができない場合は、児童相談所と対応を協議します。 

 また必要に応じて、児童虐待防止法第 8 条第 1 項第 2 号に基づき、所沢児童相談所長に

対し通知します。 

 

(3)家庭訪問の際、最初の話しかけをどうするか 

 人は、最初にあった時の印象が後々まで残るものです。出会った最初のやりとりが大切で

す。虐待を疑って尋問する姿勢ではなく、心配して訪問したというような対応を心掛けます。 

 

【対応例】 

   「こんにちは。入間市こども支援課の○○です。突然お伺いしてすみません。」 

  →「実は、お子さんの泣き声やお母さんの大きな声が聞こえ、心配だという連絡が 

  ありました。お心あたりのことはありますか？」→「子育てに困っていることはあ 

  りませんか？」→「子どもさんと会わせていただけますか？」  

 

 

(4)訪問した根拠を説明する際の話し方 

 保護者から「余計なお節介です。お引き取り下さい。」などという対応があった際は、さ

らに踏み込んで話をしなくてはなりません。通告があった際は家庭訪問することが責務にな

っていることを示して、了解を求める必要があります。 

 

【対応例】 

   「今、マスコミでも話題になっているように、子どもへの虐待が問題になってい 

まして、私たちは、子どもに関するご相談をいただくとご自宅にお伺いしてお子さ 

んの様子を確認しなければならないのです。子どもが泣いていることはよくあるこ 

とですが、万が一の場合がありますので、こうしてお邪魔しています。」 
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(5)家庭訪問の際に確認すること 

 家庭訪問の際に観察して確認するポイントは次の３つです。 

○ 家の様子を確認します。家、アパートの前に来たら、屋外から外観を観察しま 

す（表札の有無、ゴミの散乱、散らかり具合、車や家財の置き具合など）。玄関 

に入ったら、そこから見える家の中の様子を観察します（ゴミなど衛生面ではど 

うか、家具、生活用具、子どもの遊具、台所は、酒瓶は、生活感はあるかなど）。 

○ 親の態度を確認します（理解を示す、びっくりする、怒る、無反応、攻撃的に 

 なる、悲しむ、渋々承諾する、泣き出す、嫌味を言う、話が通じない）。 

 あわせて、夫婦間の様子、親の子どもへの態度も確認します（父母のどちらが話 

をしているか、相槌をしているか、夫婦仲は良さそうかどうか、子どもに対して 

の話しかけ方はどうか「お前がギャーギャー泣くからこんなことになったんだ」 

「ちょっと来て、ご挨拶して」など）。 

  ○ 子どもの様子を確認します（全体の雰囲気、清潔か汚れているか、あざ・傷は 

あるか、行動の様子で気になることはないか、知らない人に警戒して親にしがみ 

つく、どたばた騒ぎまくる など）。 

 

 

(6)通告が誤認と判明した際の対応 

 心配していたことが、保護者から事情を聞いたり本児と会ったことで解消し、安心した旨

を伝えて、訪問に応じてくれたことに謝意を伝えます。 

【対応例】 

   「本当に安心しました。突然訪問して、驚かせてしまってすいません。子育てを 

していると迷ったり困ったりはつきものです。子育ての情報が欲しい時やご相談が 

ある時は連絡してください。子育てに関するパンフレットを持参したのでよろしけ 

れば見てください（名刺や「家庭児童相談室のごあんない」などを渡す）。」 

 

 

(7)保護者が虐待の事実を認めた際の対応 

家庭訪問の際に、保護者が虐待の事実を自ら話したり、認めたりした時に留意するポイン

トは次の 3 点です。 

○ 子育ての大変さをねぎらいます（例えば、「反抗期で大変ですね」「癇の強いお 

子さんのようですね」「下の子が生まれると焼きもちやいてしまうものね」「お母 

さん一人で頑張っていたのですね。お疲れじゃないですか？」「お父さんは協力し 

てもらえそうですか？」など）。 

○ 当面の支援方法を提案します（例えば、「また、お伺いしてもよろしいですか」 

「お母さんのストレス発散のためにも時々お話したいのですが」「子育て支援セン 

ターに来てみませんか」「子どもさんの様子を見てもらうことが必要みたいですね。 

今度、保健師と一緒に訪問させていただいてよろしいですか」など）。 

  ○ 次の面接日、時間などの約束をする（初回の訪問調査は多くのものを求めず、 

   子どもの安全確認ができた時点で第一段階クリアとみます。次回の訪問や来庁な 

ど、繋がりをつくることで訪問目的は概ね達成です。 
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(8)親権やしつけを主張する親への対応 

答えにくい質問で挑戦してくる親もみられます。しかし、児童虐待は子どもからみて安全

かどうかで判断されるべきであり、それがしつけか否かという親の主観によって暴力などの

行為が正当化されるものではありません。面接では、親は「私は～」と自分の立場を主張す

ることが多いので、それを「子どもさんからすると～」というように、子どもを主語に置き

換えて問いかけると、一方的なもの言いの勢いを押さえるのに役立ちます。 

議論をして、虐待事実を認めさせようとするのは無意味です。逆に、親を追いつめてしま

うことにもなります。虐待をする親の多くは、子どもを人一倍可愛がっている気持ちを有し

ているのに上手に子育てすることができないという親たちです。親が養育への考え方を変え

ていくきっかけになるような問いかけをすることが大切です。 

 

【対応例】 

 （保護者）「悪いことをしないようにしつけをするのは親のつとめじゃないですか。 

うちの子どもは言ってもわからないから私は殴るのです。普通に叱って親の言うこ 

とを聞くくらいなら殴ったりしませんよ。だいたい、私だって悪いことをしたら平 

気で親に殴られていましたよ。昔の親なんてみんなそうだったでしょ。自分の考え 

を改める気持ちは全くありません。今度、同じことをしたら、私はまた殴りますよ。 

別にあざとか怪我とかさせている訳じゃないし、私だって手加減しますよ。」 

 （相談員）「確かにしつけは大切ですよね。でも、○○ちゃんは叩かれてどう感じる 

でしょうか。○○ちゃんにとって叩かれて育てられることは、マイナスになること 

が多いと思うのです。それに、万が一大怪我になったらそれこそ大変です。私たち 

は叩かないでもしつけができる方法があると思うのです。」 

 （保護者）「あるわけねーだろ、だったら今、言ってみろよ！」 

 （相談員）「わかりました。○○ちゃんとお父さんのために、見つけるようにいたし 

ます。そのためには、間違ったことは言えないので、これまでのことや○○ちゃん 

のことについて、もっと詳しく教えてくれませんか。これから、お時間とってもら 

えませんか？」 

 

 

(9)親が安全確認を拒否している場合の対応 

家庭訪問の際に、保護者が安全確認を拒否する場合があります。その際は、児童相談所へ

の通告送致を念頭に対応することが必要になります。再度、保護者を説得し、どうしても子

どもに会わせることを拒むときには、保護者に対し、児童相談所に知らせることを告知する

ことになります。また職員への脅迫等がある場合は、警察にも相談します。 

 

【対応例】 

   「お怒りはわかりますが、これは法律に基づいた調査でご協力をいただかないと 

いけないのです。」→「私たちにお話いただけないと、児童相談所に連絡を取らな 

くてはなりません。」→「なんとか、ご協力いただけないでしょうか？」→「（そ 

れでもダメな時は）残念です。それでは、児童相談所に対応してもらうことになる 

ので、ご承知置き下さい。」  
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※埼玉県児童虐待重大事例検証委員会の提言事項 

  ● 市町村が会う努力をしたにも係わらず、市町村だけで児童を現認できない状況 

が続く場合には、児童相談所と協議をすること。この協議に基づき、必要に応じ 

て児童相談所も取扱いを開始し、立入調査権などの法的権限の積極的行使を視野 

に入れて児童の安全確認を速やかに行うこと。 

 

 

(10)子どもにあざ、傷、火傷の跡などが見られた場合の対応 

子どもに会った際に、子どもに外傷が見られる場合があります。その際に必要なことは事

実確認です。いつ、どこで、どのようにしてできたものなのか直接保護者に確認します。治

療、手当が必要な状態であれば、すぐさま病院受診に繋げます。 

保護者に事実確認をした際に、子どもの外傷について正当な理由が見当たらない時は、児

童相談所への通告送致を念頭に対応することが必要になります。あざ、傷の原因究明が必要

な旨伝え、児童相談所に連絡することを保護者に伝えます。 

 

(11)きょうだいがいる場合 

対象の児童にきょうだいが居る場合は、そのきょうだいについても調査、安全確認を実施

します。きょうだいも虐待を受けていることが確認された場合は、対象児童同様の対応を行

います。 

 

≪子どもが学校や保育所(園)、幼稚園におり、その施設内で安全確認ができる場合≫ 

①子どもの学校や保育所(園)、幼稚園に連絡を取り、登校、登所していることを確認します。 

②学校や保育所(園)、幼稚園に、下校、帰所時の時間等を聞き、帰宅前に安全確認をさせて

もらえるように依頼します。時には下校させずに待たせてもらうよう依頼します。 

③通告が学校や保育所(園)、幼稚園からあった場合は、経緯やこれまでの子どもの様子に

ついて聞きます。 

④通告が学校や保育所(園）、幼稚園以外からあった場合は、その内容を報告します 

（入間市要保護児童対策地域協議会の構成機関であれば守秘義務が課せられているの

で可能となります）。 

⑤学校、保育所(園）、幼稚園であざ、傷が確認された場合は、可能であれば写真を撮り、

記録に残します。写真は、皮膚の状態がわかるように撮ります。全身とあざ、傷のア

ップの写真。大きさがわかるように定規をあてるとよりわかりやすくなります。 

⑥記録の仕方は、あざ、傷等に気づいた日時の記録が大事です。月曜の朝、登校してす

ぐ気付いたのか、下校間際に気付いたのかでは、怪我が家庭内のものか校内のものか

論争になります。子どもに「これはどうしたの？」と問いかけてみます。必ずしも本

当のことを言うとは限りませんが記録します。 

⑦あざ、傷等状態が悪い時は、児童相談所に通告することを念頭に対応することになり

ます。この場合、早急に受理会議を開催することが必要になります。 
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５ 処遇の検討（アセスメント）と支援方針（プランニング）  

（１）処遇の検討（アセスメント） 

子どもの安全確認後、速やかに複数の職員による処遇の検討を行います。児童虐待に適切

に対応し支援していくためには、その家庭のリスク要因を的確に評価することが必要です。

安全確認で得た状況等を報告し、子どもの安全についての緊急度合い、介入の必要性等をア

セスメントし、児童相談所に通告送致が必要かどうか検討します。その際は、「虐待に至る

おそれのある要因・虐待のリスクとして留意すべき点」などを参考にしてリスク要因を検討

し、評価を行います。 

支援方針を決める場合には、「児童虐待リスクアセスメント・チェックシート」（資料３）

を作成し、リスク評価を行い、当面の支援を決定します。 

要支援とした場合は、家庭訪問、来課相談による面接を実施し、成育歴の聞き取りやジェ

ノグラム作成も行います。また、学校、保育所(園）、幼稚園、病院等子どもを取り巻く関係

機関から詳細な情報を得ます。こうした継続的な調査を行い、世帯へのアセスメントを確か

なものにしていきます。 

 

※埼玉県児童虐待重大事例検証委員会の提言事項 

 ● リスクアセスメントの実施 

   ケースに環境の変化等があったような場合には、その都度児童相談所及び市町 

村はリスクアセスメントを行うこと。 

  ● リスクアセスメントシートの活用 

    「リスクアセスメントシート」の積極的な活用を行い、時系列的な視点で適切 

   なリスク評価を行うこと。 

  ● ネグレクトの危険度を把握するため、丁寧にリスクアセスメントを行うこと。 

  ● リスクの再評価 

 

    家族構成が変化した場合や、児童が保護者を取り巻く生活環境が変化した場合 

   には、リスクについて再評価すること。その結果、例えば受容的ケースワークが 

困難な場合には速やかに介入的ケースワークに切り替えるなど、対応を再検討す 

ること。 

 

 

（２）支援方針の策定（プランニング） 

虐待相談の場合、相談を受理することとは保護者を虐待者と認定することではなく、親子

支援を引き受けることです。市において、虐待相談を受け、安全確認のうえ受理会議にて支

援が必要と判断された場合は、早々に支援目標を設定し、支援の具体的方法と役割分担を検

討していく必要があります。そこで、実際に支援計画を作成するための方法として、入間市

要保護児童対策地域協議会において「個別ケース検討会議」を行うことが最も有効な方法の

一つになります。 

ここでは、入間市要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議の具体的な進め

方について概説します。 
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≪個別ケース検討会議を開催するまでの準備≫ 

安全確認など初期対応時の調査結果を踏まえ、ケースの情報整理を行い、会議のためのレ

ジュメ、資料を作成します。関係機関と協議や打ち合せを行い、場合によってはケースと関

係が深い機関に簡単な報告資料の作成を依頼したり、アセスメントシートを準備します。そ

の後、召集メンバーを決定し、日程調整を行います。 

 

≪個別ケース検討会議の開催≫ 

 個別ケース検討会議の進行は、①導入、②情報の共有、③課題の明確化、④対応と役割分

担、⑤今後の支援の確認 の５段階に分けられます。 

① 導入 

 進行役が会議の意義と目的を説明します。あわせて守秘義務の確認と会議の時間配分を示

します。 

②情報の共有 

 これまでの経過を簡潔に報告します。通告受理から会議開催までに得られた情報の説明を

行います。また、これまで世帯に関わってきた関係機関があれば補足情報を求めます。 

関係機関が苦労している場合も多いので、ねぎらう配慮も必要です。 

 その後、ケース理解を深めるため、会議参加者からの情報、意見や質問を受けます。その

際、出される情報及びその質を確認します。「～らしい」といった伝聞的なことや、「～と

思う」という主観的な表現がみられる場合は、根拠を明らかにします。また、「過去に何度

か体にあざをつくっていたこともある」という情報があったとしても、月日の特定、回数、

体のどこの部位なのか、あざの程度、手当ての状況、子どもの様子、保護者の態度など、具

体的な事実を確認していくことが大切です。 

② 課題の明確化 

 次に、そこまで出された情報を整理し、ケースの問題点を集約して、課題を明確にします。

アセスメントシートを活用したり、ホワイトボードに親と子それぞれに「気になる点」（例

えば、（子ども）朝ご飯を食べてこない、虫歯、不衛生、（母親）うつ病、経済的問題、地

域で孤立的、子どもへの暴言）を書き出すなどしてリスク要因を抽出します。 

③ 対応と役割分担 

 課題を整理し、具体的な対応を検討して、担当する機関を決定していきます。リスクを軽

減していくためにはどういったことが必要か、最も実現できそうなことは何か、優先順序は

何か、短期課題、長期課題は何かということについて話し合います。留意するポイントとし

ては、具体的な支援を決める際に、実現可能な対応に焦点を絞ることと、どの機関の誰が主

体的に関わっていくのかを、すべての関係機関が認識できるようにします。 

 

⑤今後の支援の確認 

 どの機関がどういった役割をするのか確認します。ケースに何か変化があった場合は、ケ

ースの進行管理を担う調整機関（こども支援課）に情報を報告することや、緊急時の対応方

法を確認します。最後に、次回の会議開催日の目安を決め、守秘義務について再確認し、参

加者をねぎらいます。 

会議の結果については、児童虐待ケース会議記録票（様式８）およびケース進行管理台帳

（様式５）に記録します。 
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※埼玉県児童虐待重大事例検証委員会の提言事項 

  ● 市町村の要保護児童対策地域協議会の対象となっているようなリスクの高い児 

   童については、一時保護などを解除する場合には、解除後に誰が何をするのかと 

いう具体的な見守りや何かあった場合の具体的な対応の役割分担を、関係機関が 

一堂に会した会議を開催し、事前に確認しておくこと。 

 

 

６ 在宅支援  

（１）担当者による訪問、支援 

担当者を決め、家庭訪問や面談を定期的に行い、児童や家族の状況を把握します。家庭訪

問の際には、「家庭訪問時のチェックポイント」（資料４）を活用し、重要な情報の見落と

しを防いだり、家族の状況変化を把握するようにします。 

 

※埼玉県児童虐待重大事例検証委員会の提言事項 

  ● 家庭訪問時には、可能な限り室内も視認し、生活状況を把握すること。 

● 家庭訪問には、ケースワーカーだけでなく必要に応じて保健医療関係者（医師、 

   保健師、看護師、精神保健福祉士など）も同行するなど、保健医療の専門的な見 

地から協力する体制をとること。 

 

 

（２）事業の活用 
入間市では、様々な子育て支援の事業を行っています。こうした事業を活用し、児童や家

庭を支援していくことが重要です。（第 3 章の１「入間市の子育て支援策」参照） 

  

 

７ 進行管理（モニタリング） 

（１）定期的な状況確認 

児童虐待事案は、離婚や再婚をはじめとした家族構成員の変化等の状況変化が生じること

で、急激に悪化する場合があります。このため、進行管理を適切に行い、定期的に状況確認

することが重要です。 

また、ケースの進行管理は、要保護児童対策地域協議会調整機関（こども支援課）の役割

であり、支援を行っているケースの総合的な把握を担います。進行管理は、要保護児童対策

地域協議会と連携しながら行います。 

  

（２）支援方針の見直し 

（１）のとおり、児童虐待事案はリスクが高く常に変動します。このため、必要な時には

再度「子ども虐待評価チェックリスト」（資料１）や「児童虐待リスクアセスメント・チェ

ックシート」（資料２）を活用し、実務者会議や個別ケース検討会議を開催して支援方針を

見直します。 

 リスクの再評価や個別ケース検討会議の開催が必要になるのは次のような場合です。 
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○ 児童や家族の状況に変化が生じた時 

○ 児童に会えない時 

  ○ 支援に拒否的であるなど支援方針の再検討を行う時 

  ○ 終結する時  

  

 

（３）見守り 

在宅支援において「見守り」を行う場合、個別ケース検討会議で具体的な見守り内容を決

め、見守り機関と共有することが大切です。 

 

  

８ 終結（クロージング） 

支援は目標緒達成とともに終結します。終結の意識を持って支援を進めることで保護者の

自立意識を高めることになり、支援活動の適正化にもつながります。終結は全ての関係の打

ち切りではなく、一つの区切りであり、新たな要支援状況が生まれれば、別途支援を始める

ことになります。 

 

（１）終結の判断 

「子ども虐待評価チェックリスト」（資料１）や「児童虐待リスクアセスメント・チェッ

クシート」（資料２）を活用し、リスク評価を行ったうえで、入間市要保護児童対策地域協

議会 実務者会議や個別ケース検討会議にて決定します。会議の後に、児童虐待ケース会議記

録票（様式８）およびケース進行管理台帳（様式５）に記載します。 

終結の主な目安や留意点は以下のとおりです。 

 

○ 虐待が起きる直接の原因となっている問題が解決している。 

  例）加害親が完全に分離されていて、非加害親が確実に子どもを守れる状況が 

   ある。 

    生活保護の受給開始により、経済的困窮を原因とするネグレクト状況が改 

善された。 

○ 一定期間、虐待の再発が見られず、学校や保育所（園）、幼稚園などで常に確 

認ができており、状況が悪化した場合はすぐに関係者によって対応を協議でき 

る体制が整えられている。 

   

※  集団に参加していない乳幼児の場合は、児童の所属集団ができるまでは安易に 

  終結しないよう留意する。 
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（２）世帯の転居にともなう引継ぎと終結 

支援を行っている途中で、世帯が他市町村に転出した際は、転出先の市町村で引き続きケ

ースの支援を行うことが必要になります。転出後に支援の空白期間が生じると、虐待が再発

して重大な事態を招くおそれが出てくるので、速やかに転出先の市町村に「児童・保護者等

の転居に伴う相談ケースの情報提供について」（様式 10）を活用し、情報提供を送付しま

す。また、近隣の市町村の場合は、家庭訪問に同行したり、個別ケース検討会議の開催によ

り引き継ぎを行い、終結とします。 

 

※埼玉県児童虐待重大事例検証委員会の提言事項 

  ● 転居時の引継ぎの際は合同の個別ケース検討会議を開くよう、可能な限り努 

めること 

● 転居時の引継ぎの際は転出元と転出先の引継ぎ窓口を一本化すること 

 

 

（３）休日夜間の対応 
 虐待は、24 時間 365 日、夜間や休日に関係なく起こりうるものです。市に通告があっ

た場合、当直や警備員等が受け、すぐに担当者に連絡するなどの通報連絡体制を整えておく

ことが必要です。担当内の緊急連絡網で連絡を受けた職員は、所属長と協議の上、対応を検

討します。 

 なお、緊急度や要保護性が高い場合（※）は、「狭山警察署（生活安全課） ℡：

2953-0110」あるいは、「児童相談所全国共通ダイヤル ℡：189（いちはやく）」「休

日夜間児童虐待通報ダイヤル ℡：048-779-1154」に通報してもらうよう伝えます。 

 ※子どもが身体的暴力や養育放棄等の虐待を受け、生命が危ぶまれるような状態。 

例えば、家の中から子どもの悲鳴や異様な泣き声が聞こえた時や、寒い夜にベランダや 

外に放置されていた時など。 

 ※子どもの遺棄・置き去りを発見した時。 

  例えば、家の中で子どもだけが残されていた時や、道路などで幼児が一人でいる時など。 

 

 

  

 

 

 

                 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGX_nZJUDG8AT0GU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=14bmmacqm/EXP=1418981247/**http:/noworries-mum.net/%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88.png
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第３章 児童虐待の予防について 

１ 入間市の子育て支援施策 

児童虐待の背景には、夫婦間の問題や生活苦など複数の問題が複雑に絡み合っている場合

が多く、対応や支援にあたっては、複数の部署や機関が役割分担をしながら行うことが大切

です。 

「虐待は不適切な子育て状況にある」との認識で、親の養育不安、不適切な子育て環境の

改善のため積極的に関係機関との連携や保健、福祉、教育等の各種サービスを活用すること

が求められています。 

入間市における主な子育て支援施策は以下のとおりです。 

  

① 利用者支援事業 

   児童又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業な 

   どの情報提供や相談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡・調整などを 

行います。 

② 時間外保育事業（延長保育） 

 保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に 

 おいて、保育所（園）や認定こども園等において保育を実施します。 

③ 放課後児童健全育成事業 

 保護者が就労や病人の看護等により昼間家庭にいない小学校（1～6 年生）児童 

の心身の健全な育成を図るため、学童保育室において子どもたち同士で過ごし、 

「放課後児童支援員」が家庭的な雰囲気の中で子どもたちの保育にあたります。 

④ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難とな 

った児童について、児童養護施設（日高市 同仁学院（あいの実））に入所させ、 

必要な保護を行います 

⑤ 地域子育て支援拠点事業 

 地域子育て支援拠点施設において、子育て親子が身近な場所で気軽に集まり、親 

子同士の交流や、育児不安についての相談、子育てに関する情報提供、子育て講 

座等のイベントを実施します。 

⑥ 一時預かり（幼稚園における在園児を対象にした一時預かり（預かり保育）） 

 幼稚園において、通常の教育時間の前後や長期休業中に、希望する児童に向けて 

実施される預かり保育事業です。 

⑦ 一時預かり（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）以外） 

 幼稚園の在園児以外に実施される預かり保育で、保育所（園）やファミリー・サ 

ポート・センターなどにおける預かり保育事業です。 

⑧ 病児病後児 

 病児・病後児について、保育所（園）や病院等に付設された専用スペースなどで 

一時的に保育します。 
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⑨ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の一時預 

かり等の援助を受けることを希望する者と、その援助を行うことを希望する者と 

の相互援助活動に関する連絡、調整を行います。 

⑩ 妊婦健康診査 

 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状 

態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必 

要に応じた医学的検査を実施します。 

⑪ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）  

  生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供 

や養育環境等の把握を行います。 

  ⑫産前・産後ケア事業 

   出産前後の体調不良などの理由により支援が必要な方を対象に、「産前・産後ヘ 

   ルパー派遣事業」「訪問型産前・産後ケア事業」「宿泊型産後ケア事業」を実施 

   します。 

⑬養育支援訪問事業 

  養育支援が特に必要と判断した家庭に対し、保健師・保育士等がその居宅を訪問 

し、養育に関する指導・助言等を行い、適切な養育の実施の確保を図ります 

 乳幼児とその保護者の相互交流の場を開設し、相談、情報の提供、助言その他の 

援助により子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進します 

⑭元気キッズ（健康福祉センターの発達支援事業・独自事業） 

 心身の発達が気がかりな児童や障害のある児童に対し、運動や遊びを通してそれ 

ぞれの児の特性に合わせ、一人ひとりの児の気持ちに添いながら、発達を促すた 

めの活動や親子の関係づくりを基本とし、保護者の子育ての悩みや不安を軽減す 

るため、専門家による相談や保護者同士の交流の機会を設ける事業です。 

⑮茶おちゃお（子ども未来室事業の通級指導教室・独自事業） 

 小学校未就学児で、発達あるいは言葉の遅れが気になる児童（主に 4～5 歳児） 

を対象に、月 1～2 回程度、個別のニーズに応じてグループ活動または個別活動 

を行います。 

   

   

 

 

            

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMFwWdoVULEcAN4OU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=12hjf51vj/EXP=1418119062/**http:/www.urawa.ac.jp/wp-content/uploads/2008/10/kdmofu1.jpg
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２ 養育支援を特に必要とする家庭の把握と支援 

             ・妊婦健診を受けていない。 

                     ・乳幼児等を対象とする保健・福祉サービスを

受けていない。 

                     ・就学時健康診査等の就学に関わる手続きを行

っていない。 

 

                     ・事業実施部門による受診等の勧奨 

                 ・電話、文書、家庭訪問等により実施 

                    

           

 

 

                 ・未受診の理由や背景の調査、確認 

                 ・関係機関及び関係部署との協議    

 

 

 

                    ・入間市要保護児童対策地域協議会を活用し 

た情報共有 

                    ・進行管理台帳への掲載 

 

 

 

 

                  

 

・戸籍の記載事項調査 

・手当、生活保護などの受給状況 

                    ・親族等の調査 

                    ・出入国調査 

 

 

 

 

                         

 

・対応の協議 

                     ・児相による法的対応 

 

                   

                      

・行方不明者届の提出 

 

 

健診等未受診 
受診等の勧奨 

応じない場合等 

調査、対応の検討 
要対協の活用 

上記対応を行っても 

・居住実態が把握できない 

・児童の安全確認ができない 

情報収集 
児童相談所への連絡 
警察への相談 上記対応を行っても 

・居住実態が把握できない 

・児童の安全確認ができない 
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（１）養育支援を特に必要とする家庭の把握と情報収集 
 要保護児童だけでなく、養育支援を特に必要とする家庭（要支援児童、特定妊婦のいる家

庭）の把握と支援については、当該家庭においては虐待リスクが高いことや居住実態が把握

できない家庭の中に重篤な児童虐待事例が存在することから、要支援児童等の把握と情報収

集が重要になります。 

 要支援児童や特定妊婦を把握した場合は、個別ケース検討会議を開催し、早期から支援を

図ることが重要です。 

 

※要保護児童、要支援児童及び特定妊婦の定義（児童福祉法） 

○ 要保護児童 

保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

○ 要支援児童 

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（要保護児童を除く。） 

  ○ 特定妊婦 

   出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

 

  ※養育支援を特に必要とする家庭に関する通知 

○ 平成 23 年 7 月 27 日、雇児発 0727 第 1 号「妊娠期からの妊娠・出産・子育 

て等に係る相談体制等の整備について」 

  ○ 平成 23 年 7 月 27 日、雇児発 0727 第 4 号「妊娠・出産・育児期に養育支援 

   を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備について」 

○ 平成 24 年 11 月 30 日、雇児発 1130 第 1 号「養育支援を特に必要とする家 

庭の把握及び支援について」 

○ 平成 25 年 3 月 6 日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課発事務連絡「義 

 務教育諸学校における居所不明の児童生徒の把握等のための対応について」 

○ 平成 25 年 6 月 11 日、雇児発 0611 第 1 号「養育支援を特に必要とする家庭 

の把握及び支援の徹底について」 

  ○ 平成 26 年 9 月 19 日、雇児発 0725 第 1 号「「子ども虐待による死亡事例等 

 の検証結果等について（第 9 次報告）」を踏まえた対応について」 

 

 

（２）居住実態が把握できない児童への対応 

以下の児童については、各関係部署が把握した段階で、こども支援課（児童相談担当）に

「居住実態が把握できない児童について」にて情報提供を行うよう、関係課と毎年度当初に

申し合わせをおしておきます。 

こども支援課（児童相談担当）は、情報提供を受けた児童と家族について、戸籍の記載事

項、生活保護、児童手当、児童扶養手当等の受給状況などについての関係部署への調査や親

族、近隣住民への調査などにより情報収集を行い、当該家庭の実態の把握に努めます。 

また、対象家庭が海外へ出国した可能性がある場合は、児童福祉法第25条の3の規定に基

づき、要保護児童対策地域協議会から東京入国管理局に対し「出入（帰）国記録等に係る照

会について（依頼）」（様式12）を活用し、出入（帰）国記録等を照会します。 

こうした対応を行っても居住実態が把握できない場合は、所沢児童相談所に連絡し、対応

を協議します。 
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なお、情報提供のあった児童については、原則入間市要保護児童対策地域協議会のケース

として、扱いを開始します。 

 

① 主に健康福祉センター（地域保健課）で居住実態が把握できない児童 

○ 乳幼児を対象とする以下の 

 ・乳幼児健康診断 

 ・予防接種 

 ・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

 保健・福祉サービスを受けていない児童のうち、 

連絡・接触が図れない家庭（音信不通）に属する児童 

②主に児童福祉部門（こども支援課）で居住実態が把握できない児童 

○ こども支援部で扱っている以下の 

・保育事務 

・手当支給事務 

・家庭児童相談 

事務で把握している児童のうち、 

連絡、接触が図れない家庭（音信不通）に属する児童 

  ③主に教育委員会（学校教育課）で居住実態が把握できない児童 

○ 就学時検診を受けなかった児童のうち、 

 連絡、接触が図れない家庭（音信不通）に属する児童 

○ 学校基本調査等において、「居所不明児童」となった児童 

    

（３）養育支援を特に必要とする家庭への支援 

① 要支援児童の家庭に対する支援 

 要支援児童の家庭への支援としては、保護者の子育ての負担を軽減するため、定期・不

定期の来訪による相談支援等を行うほか、必要に応じ、新生児訪問、養育支援訪問事業を

始め、子育て支援の事業を活用して支援を行います。 

 また、要保護児童対策地域協議会の調整機関であるこども支援課（児童相談担当）は、

要保護児童の家庭に対する支援の状況、行政サービスの提供状況等の情報について一元的、

継続的に把握・記録し、要保護児童対策地域協議会における支援に活用します。 

②  特定妊婦の家庭に対する支援 

 特定妊婦の家庭への支援としては、必要に応じ、妊婦訪問指導や養育支援訪問児童など

により、配偶者・パートナーやその他の家族も含め、出産後の準備、養育方法の指導等を

行います。このためには、地域保健課と綿密な打ち合わせが必要です。 

 また、出産後の支援の方針・内容、関係機関の役割分担等について出産前から関係機関

で協議し、速やかに支援を開始できるように準備しておくことが大切です。 

 さらに、必要に応じ、所沢児童相談所と連携して乳児院への入所、里親委託、養子縁組

等の社会的養護関連の制度についても妊婦等に情報提供し、関係機関と必要な対応をとる

よう連携を図ります。 

 

※（３）は平成 24 年 11 月 30 日、雇児発 1130 第 1 号「養育支援を特に必要とする

家庭の把握及び支援について」から抜粋、一部修正 
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第４章 関係機関との連携 

１ 関係機関との連携の大切さ 

（１）機関には固有の機能と限界がある 

児童虐待を繰り返す家庭は、経済的な問題や就労問題、家庭関係のトラブルや病気等同

時に多くの問題を抱えている場合があります。一方、援助を行う機関も、それぞれ固有の

機能と限界を持っています。このため、一つの機関だけで対応してもうまくいかないこと

が多くあります。 

例えば、民生委員・児童委員として親の相談にのっている中で、保育所の利用や生活保

護の適用、保健師による訪問指導や医療、就労援助等が必要になってくることも多くあり

ます。 

 

（２）児童虐待に関係の深い機関  

機関名 役   割 

所沢児童相談所 

・児童福祉法第 25 条の要保護児童通告の受理及び相談援助機関 

・緊急時の一時保護や児童福祉施設への入所措置 

・家庭訪問やカウンセリングによる子どもや親に対する在宅指導等 

・保護者に対する指導、親子の再統合への促進 

・一義的な児童相談や子育て支援により対応すべき事案についての市

町村への送致 

・指導措置（通所・在宅）について市町村への委託 

狭山警察署 
・緊急時の一時保護及び児童相談所への通告 

・保護者に対する指導 

狭山保健所 
・健康相談（精神保健相談、子どもの心の健康相談 等） 

・児童虐待の予防・防止、措置入院 

入間市要保護児童対
策地域協議会 

（こども支援課） 

・要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議 

・代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議 

児童福祉担当部署 

（こども支援課） 

・虐待通告・相談の受理、相談援助活動 

・児童の安全確認（要保護、要支援、特定妊婦を含む） 

・専門的な対応が必要と判断されるケースの所沢児童相談所への送致 

・関係機関相互の連携や役割分担の調整 

・児童相談所からの送致受理 

・児童相談所からの委託を受けて、通所・在宅による指導措置を実施 

子育て世代包括支援

センター 

いるティーきっずと

よおか、ふじさわ 

（こども支援課・地

域保健課） 

妊娠・出産・子育てに関する相談や情報提供、関係機関との調整を 

行う。継続した支援により、リスクの早期発見・対応に繋げる 

・母子健康手帳交付時に、助産師・保健師がすべての妊婦の方と面接 

・産前・産後ケア事業により、子育ての不安を解消 

・訪問等により、発育測定や相談・情報提供を行う 

・保育施設や子育てサービスの情報提供、相談やアドバイスを行う 

健康福祉センター 

（地域保健課、健康

管理課） 

・乳幼児健診、妊婦健診、乳幼児相談・妊婦相談、新生児訪問、こん

にちは赤ちゃん訪問、発達発育相談・教室 

・健康相談（からだ、こころ）  ・子どもの予防接種 
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機関名 役   割 

 

民生委員・児童委員 

主任児童委員 

・子どもの生活や環境の状態を把握し、必要な援助や指導を行う 

・児童虐待の早期発見 

・市民からの虐待通告があった時、専門機関への速やかな通告 

・地域における継続的な見守りと支援 

 

保育所（園）、 

幼稚園、学校  

・日常的に子どもと接する中での虐待の早期発見、早期対応 

・地域関係機関ネットワークとの連携 

・子どもの精神的な健康の管理 

・家族に対する助言、指導 

 

 

医療機関 

・治療、診断の中で、児童虐待の早期発見と状況把握 

・生命の危険や重度虐待の場合等、在宅では安全が確保されない場合

の入院による保護 

・傷害罪や暴行罪にあたる外傷を発見した場合の警察への通報 

・親や子どもへ精神面での治療的役割 

 

 

① 児童相談所との関係 

家庭児童相談への対応においては、市と児童相談所はもっとも密接な関係が求められま 

す。そのために、児童相談所の機能を把握するのはもちろん、日頃からコミュニケーショ 

ンに努め、相互の役割分担等について、十分に意思の疎通を図っておく必要があります。 

② 警察との関係 

市は、要保護児童の通告先となっていることから警察と日頃から情報共有や意見交換の

機会を持ち、十分な連携を図る必要があります。特に、児童虐待や非行の防止を図る上で

市の役割は重要になります。 

③ 保健所・健康福祉センターとの関係 

  保健所や健康福祉センター等は、母子保健活動や医療機関との連携を通じて、子育て

支援や養育支援が必要な家庭に対して積極的な支援を実施するなど虐待の発生防止に向

けた取り組みを始め、虐待を受けた児童とその保護者に対しても家族全体を視野に入れた

在宅支援を行っています。日頃から、保健所や健康福祉センター等と連携を密にし、乳幼

児及びその保護者に関する情報を収集するとともに、その職員が持つ専門的知識や技術を

有効活用して相談業務を行うことが必要です。 

④ 民生委員・児童委員、主任児童委員との関係 

日頃から地域の家庭や子どもに目配りしていただくと同時に、日常の相談活動の中で虐

待の発見や見守りを依頼することも重要になります。 

⑤ 学校（小・中・高等学校等）、教育委員会との関係 

非行や虐待を受けている児童等要保護児童の通告が早期に図られ、適切な援助活動がで

きるよう、日頃から学校との連携を十分に図っておくことが必要です。学校から通告また

は相談を受けた場合は、市と学校それぞれの役割分担を明確にします。特に、学校から市

への相談に繋げる場合は、あらかじめ学校が保護者や児童に同意を得られるよう十分に説

明し、同意が得られるように市も協力をします。相談援助活動の中で学校を訪問する場合、

原則として保護者や児童に訪問の趣旨を説明して同意を得、共通理解を図ることが大切で

す。また、学校教育課や教育センター等教育委員会との十分な連携も必要になります。 
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虐待ケースとして要対協の進行管理台帳に登録されている児童については、学校から定

期的に出欠状況等の情報提供（「幼児児童生徒等に関する情報の提供について（依頼）」

（様式 11））を受け、その情報を組織的に評価し、必要に応じて個別ケース検討会議を

開催する等により、状況把握や対応方針の検討を組織的に行うことが適当です。 

⑥ 保育所（園）、幼稚園との関係 

保育所(園)、幼稚園では、登園時や保育活動中などあらゆる機会に児童虐待の早期発見

が可能であることから、日頃から保育所(園)、幼稚園との連携を密にし、要保護児童の通

告が早期に図れるよう体制を整備しておく必要があります。 

また、市は、保育所(園)、幼稚園に入所する児童を選考する場合には、「児童虐待の防

止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮しなければならない」（虐待防

止法第１３条の２第１項）とされているため、保育所(園)、幼稚園にこの規定の趣旨を十

分に説明するなど、保育所(園)、幼稚園の理解も得ながら適切に対応することが必要にな

ります。また、虐待ケースとして要対協の進行管理台帳に登録されている児童については、

保育所(園)、幼稚園から定期的に出欠状況等の情報提供（「幼児児童生徒等に関する情報

の提供について（依頼）」(様式 11)）を受け、その情報を組織的に評価し、必要に応じて

個別ケース検討会議を開催する等により、状況把握や対応方針の検討を組織的に行うこと

が適当です。 

⑦ 医療機関との関係 

地域の医療機関に対し、要保護児童を発見した場合の通告窓口を周知するなどして、児

童虐待の問題を医療機関が発見した場合に、速やかに市や児童相談所に通告されるような

体制を整備しておく必要があります。 

 

２ 児童福祉関係職員の研修等 

児童虐待防止法第4条第2項では、地方公共団体は、児童福祉に職務上関係する職員が児

童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要

な措置を講ずるものとされています。 

したがって、入間市においても、関係機関の資質向上を図る必要があります。研修を自

ら実施するだけでなく、県（本庁、児童相談所）や子どもの虹情報研修センターなどの各

機関で行っている研修に積極的に参加させるなど、資質向上を図ることが必要です。 

また、虐待の発生予防に有用な親支援プログラムの積極的な実践も重要となります。 

 

３ 子どもを虐待から守る地域づくり 

児童虐待防止法第4条第4項では、地方公共団体は児童虐待防止の広報・啓発活動に努め

なければならないとされています。また、児童虐待が児童に及ぼす影響や児童虐待に係る

通告義務等に加え、新たに児童の人権についても、広報・啓発活動に努めなければならな

いとされています。 

このため、入間市においても、子育て家庭が困ったり悩んだりした時に相談できる機関

を明確にして周知するとともに、児童虐待防止の広報・啓発活動に積極的に取り組み、広

く市民への周知を図っていくことが必要です。 
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第５章 入間市要保護児童対策地域協議会 

１ 入間市要保護児童対策地域協議会の仕組み 

 平成 19 年 3 月 23 日、児童福祉法の改正に伴い、これまでの入間市児童虐待防止ネッ

トワーク（平成 13 年 4 月 1 日設置）をさらに充実させるため、入間市要保護児童対策地

域協議会を設置しました。 

 

（1）協議会の目的 

要保護児童等（要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦）に関す

る情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援

を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関

する協議を行うことを目的としています。 

 

（2）協議会の体制 

協議会の会議は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議によって、組織され

ています。 

①代表者会議 

 関係機関の代表者で構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、

機関連携のための役割分担等について協議します（各年度1回以上開催）。 

【協議事項の例】 

a．実務者会議等が円滑に運営されるための環境整備 

b．要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討 

 c．要対協の活動状況の報告と評価 

 d．児童相談に関する施策の検討、提言のとりまとめ 

 

②実務者会議 

 実際に活動する実務者で構成し、要保護児童についての情報交換及び支援等について

協議します（毎月1回開催）。 

【協議事項の例】 

ａ．全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の  

見直し等 

b．定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討 

c．要保護児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 

 d．要保護児童対策を推進するための啓発活動 

e．協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 

 

③個別ケース検討会議 

 個別の要保護児童について、その児童に直接かかわりを有している担当者及び今後関

わりを有する可能性がある者で構成し、要保護児童の具体的な支援の内容について協議

する（必要に応じて随時開催）。 
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a．関係機関が現に対応している虐待ケースについての危険度や緊急度の判断 

b．要保護児童等の状況の把握や問題点の確認 

c．援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

d．支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 

e．ケースの主担当機関とキーパーソン（主たる援助者）の決定 

f．実際の援助、支援方法、支援スケジュール（支援計画）の検討 

g．次回会議（評価及び検討）の確認 

 

（3）調整機関 

改正児童福祉法では、協議会の運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の

調整を行う機関（要保護児童対策調整機関）を明確にすることとされており、入間市で

はこども支援課を指定しています。 

 

≪参考≫ 

入間市要保護児童対策地域協議会 構成機関一覧（順不同） 

○ 国又は地方公共団体の機関 

・埼玉県所沢児童相談所 

・埼玉県狭山保健所 

・埼玉県狭山警察署 

・埼玉西部消防組合入間消防署 

・市民生活部人権推進課 

・福祉部生活支援課 

・こども支援部こども支援課 

・こども支援部青少年課 

・こども支援部保育幼稚園課 

・福祉部障害者支援課 

・健康推進部地域保健課 

・教育委員会教育部学校教育課 

 ○ 医療機関 

・一般社団法人入間地区医師会 

・独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 

○ 上記以外のもの 

・社会福祉法人入間市社会福祉協議会 

・入間市民生委員・児童委員協議会 

・入間市民間保育園園長会 

・入間市私立幼稚園連絡協議会 

・入間市校長会 

・所沢人権擁護委員協議会入間部会 

・駿河台大学 

・さいたま地方法務局所沢支局 
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≪参考資料≫ 

●児童虐待の早期発見から早期対応までのフローチャート 

 

通  告 

   （電話・文書・来庁等、すべての手段を含む） 

 

 

  通告者から情報を聴き取る          場所の情報欠落・不明により、 

  児童虐待通告受理票(様式 3)を記入       調査の継続不可能 

                          

 

  関係機関から情報を収集する          

  ・家族構成（住基確認）           記録を残し、地域のみ判明している  

  ・定期健診や予防接種（健福）        いる場合、 

  ・集団参加（保育所（園）、学校等）      ・主任児童委員 

  ・相談履歴  など             ・民生委員・児童委員 

                        ・市関係部署 

・警察署 

  緊急受理会議による当面の方針決定      等の機関に留意するよう伝える 

 

 

   

 

2 名以上の職員による 48 時間 

  以内に子どもの安全確認（目視）        保護者からの抵抗を受け安全確認 

  および保護者への面接             ができない場合や、現に児童が重   

                         大な虐待をされている場合などは、 

                         児童相談所に通告する 

 

        

受理会議           

  （アセスメントと支援計画の策定）              一時保護 

                         

                         

   施設入所および里親委託 

  

   

・在宅支援（地域の見守り） 

・福祉サービスの提供 

・要保護児童対策地域協議会による検討（実務者会議、個別ケース検討会議） 
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≪参考資料≫ 

虐待に至るおそれのある要因（リクス要因） 

 

1．保護者側のリスク要因 

 ・妊娠そのものを受容することが困難（望まぬ妊娠、10 代の妊娠） 

 ・子どもへの愛情形成が十分に行われていない。（妊娠中に早産等何等かの問題が発

生したことで胎児への受容に影響がある。長期入院） 

 ・マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況 

 ・元来性格が攻撃的・衝動的 

 ・医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依

存 

 ・被虐待経験 

 ・育児に対する不安やストレス（保護者が未熟等）  など 

 

2．子ども側のリスク要因 

 ・乳児期の子ども 

 ・未熟児 

 ・障害児 

 ・何らかの育てにくさを持っている子ども      など 

 

3．養育環境のリスク要因 

 ・未婚を含む単身家庭 

 ・内縁者や同居人がいる家庭 

 ・子連れの再婚家庭 

 ・夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭 

 ・親族や地域社会から孤立した家庭 

 ・生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭 

 ・夫婦不和、配偶者からの暴力等不安定な状況にある家庭 

 ・定期的な健康診査を受診しない          など 
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○ 様式等一覧 
様式 使用する場面及び方法 

様式１ 相談受付票 来所相談受付時、相談者に記載してもらう。 

様式２ 相談・通告受付票 相談受付時、調査事項の確認に使用する。 

様式３ 児童虐待通告受理票 虐待通告受付時に使用する。緊急受理会議の資

料としても活用する。 

様式４ 家庭児童相談票 相談を受け付けたときに作成する。児童の基本

情報を把握し、状況が変化した場合は修正す

る。 

様式５ ケース進行管理台帳 要保護児童対策地域協議会で進行管理するケ

ースを記載する。 

様式６ 児童虐待確認調査票 虐待通告後の初期調査で得た情報を記載する。 

様式７ 訪問ご不在票 家庭訪問時に不在の場合、使用する。 

様式８ 児童虐待ケース会議記録票 個別ケース検討会議の資料として使用する。 

様式９ 要保護児童等送致書 児童相談所に送致する際、使用する。 

様式 10 児童・保護者等の転居に伴う 

相談ケースの情報提供について 

ケースが他の市町村に転居した際、使用する。 

様式 11 幼児児童生徒に関する情報の提供

について 

学校及び保育所等の登校状況を確認する際、使

用する。 

様式 12 出入（帰）国記録に係る照会につ

いて（依頼） 

居住実態が把握できない児童の状況確認にお

いて海外へ出国した可能性がある場合に、東京

入国管理局へ照会する際、使用する。 

   

資料１ 子ども虐待評価チェックリスト 受理会議時などリスク評価をする際、使用す

る。 

資料２ 一時保護に向けてのフローチャー

ト 

緊急受理会議等の協議する際、緊急度・要保護

性を判断する時に使用する。 

資料 3 児童虐待リスクアセスメント・ 

チェックシート 

受理会議時などリスク評価をする際、使用す

る。 

資料 4 家庭訪問時のチェックリスト 家庭訪問する際、使用する。 

訪問前のチェックポイントの確認、訪問後の振

り返り、個別ケース検討会議での検討資料とし

て活用する。 
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様式１ 

相談受付票
そうだんうけつけひょう

 

記入年月日  年  月  日 

これは相談
そうだん

のための大切
たいせつ

な資料
しりょう

となります。内容
ないよう

については秘密
ひみつ

が守
まも

られますので、ありのまま

にお書
か

きください。 

○ 相談者氏名
そうだんしゃしめい

                  年  月  日生（ 男 ・ 女 ） 

児童
じ ど う

との関係
かんけい

            携帯等連絡先
けいたいとうれんらくさき

     ―    ―      

○ 児童の名前
ふ り が な

                  年  月  日生（ 男 ・ 女 ） 

 

○ 住所 〒  －                （電話             ） 

 

○ 学校・保育所・幼稚園名                年  組 担任
たんにん

    先生 

以前
いぜん

にほかの相談機関
そうだんきかん

や 病 院
びょういん

などで相談したことがあればお書きください。 

○ 相談機関等                        （   年   月頃） 

○ 病院等                          （   年   月頃） 

 

相談したいこと・来庁された理由 

 

 

 

 

 

御家族 

続柄 氏名 生年月日 学歴 職業（勤務先） 

     

     

     

     

     

 ○○市役所（役場）での相談を、どちらからすすめられましたか。（○をつけて下さい） 

 保育所・幼稚園・学校・警察・医療機関・知人・家族・児童相談所 その他
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様式２ 

 

相談・通告受付票 

聴取者（         ） 

受理年月日 平成  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 

児
童 

ふりがな 

氏  名 
 

生年月日 昭和・平成  年  月  日生 （   ）歳 男・女 

住  所  

就学状況 
未就学 ／ 保・幼・小・中・高校  年  組 坦任名（    ） 

      出席状況： 良好  欠席がち  不登校状態 

保
護
者 

ふりがな 

氏  名 
  

職  業   

続柄年齢 続柄（   ） 年齢（  歳） 続柄（   ） 年齢（  歳） 

住  所                     電話 

主訴 

（程度、機関など） 
 

児童の状況  

児童の生活歴、生育歴

など 
 

家族の状況及び、 

児童の家庭環境 

・きょうだいの有無   有 ・ 無 

・同居家族 

・DV 被害等 

児童の居住環境及び学

校、地域社会等の所属

集団の状況 

 

援助に関する児童、保

護者の意向 
 

過去の相談歴  

相
談
者 

氏  名  

住  所                     電話 

関係（職業）  相談意図  保護・ 調査・ 相談 

相談への対応 

（緊急対応の要否） 
 

決    裁    年   月   日 
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様式３（１） 

報告年月日：  年  月  日 

         担当 

          

児童虐待通告受理票 

受理番号  索引番号   

受理日時：平成  年  月  日( )：午前･午後  時  分：電話･来所 受 理 者 氏 名  

通告者 氏名：            住所：          TEL： 

被虐待児童との関係           関係機関であれば役職名 

被虐待 

児童 

氏名：                年齢(学年)       男･女･不明 

氏名：                年齢(学年)       男･女･不明 

住所： 

発見者(通告者と異なる場合に留意) 

 

虐待の現在の状況(いつ、どこで、だれが、なにを、どのように、どうした) 

 

 ケガ 有  無 

 怪 我 の

状態 

場所･大きさ･色等 

 

 児 童 現 在 地  

 【分類】身体･ネグ･性的･心理 

【虐待者】  

虐待の過去の状況(いつごろから、どこで、だれが、なにを、どのくらい、どのように) 

 

 

 

 

 

家族の特徴(家族構成、職業、住宅の様子(アパート、戸建て)、近所づきあい、いつ頃から住んでいるか) 

  

 

 

 

 

通告者の心配な点は何か？通告にいたったきっかけとなる出来事は何か？ 

 

受理者が受けた印象 
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様式３（２） 

予備調査票 児相取扱歴 無・対応中・終結（年月） 

被虐待児童及び家族の状況(住民基本台帳調査） 

現住所（住定日年月日）： 

本籍地： 

続柄 氏名 生年月日 前住所・住民となった日 職業・学校・保育 

      

      

      

      

      

      

      

市町村の取扱い 無・有（児童福祉主管課・家児相・生保・障害・その他） 

【相談概要： 

】 

調査先機関名：対応者氏名：調査日：年月日 

児童 

保護者 

等氏名 

①調査機関(保健センター、保育園、小学校、中学校、医療機関等） 

②児童の状況(健診状況、登園･登校状況、健康･外傷状況、心身の発達･行動面など) 

③保護者の状況 等 

 調査機関名：     調査日： 

 

 

 

調査機関名：     調査日： 

 調査機関名：     調査日： 

 

 

 

調査機関名：     調査日： 

受理会議録 平成年月日：午前・午後時分 場所 室 

出席者： 

調査判定： 安全確認 未  直ちに・本日中に・明日中に・４８時間以内 

           済  （誰がいつ） 

      調査不要 ・ 調査不能 

調査(今後)の方針(どこで、だれが、なにを、どのように） 記録者  

 ・ 児童の保護 

 ・ 調査、安全確認 

 ・ 見守り 

 ・ 児童相談所へ通告 など 

通告先      児童相談所 担当者名（     ） 

通告年月日 平成   年   月   日 

 ※ 児童相談所へ通告するときは、必ず事前に電話で連絡してください。 
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相

談

分

類

種別 経路別

決

裁

課長 主査 受付

主

訴

概

要

対

応

関

係

機

関

様式4（1）

初回相談内容

相

談

者

児

童

生年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日

年齢　　　　歳　　　ケ月　　　性別

生年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日

年齢　　　　歳　　　ケ月　　　性別

受　付　番　号

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　　年　　月　　日受 付 年 月 日家庭児童相談票

主幹

氏名続柄 生年月日 備考家族構成

相談員
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様式 4（2）                    平成  年  月  日（ ）～ 

経 過 情 報          平成  年  月  日（ ）   

番号 
日 付 

受付者 
児童等氏名 相 談 者 ・ 主 訴 処  理  等 
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様式 5 

平成  年度 ケース進行管理台帳 

番号 
児童氏名 

生年月日 
児童の所属 

保護者氏名 

住所等 

関係機関 

◎主担当 
ケース概要 

進 行 管 理 状 況 

◎ランク付け【 A 、A、B、C、D、E】 ☆確認方法【1、2、3】 

      年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 

    

      年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 

    

      年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 

    

      年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 年月日・ランク 
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様式 6（１） 

                     報告年月日：   年  月  日 

              担 当 

         

児童虐待確認調査票 

Ⅰ プロフィール  

児童氏名（年齢）：                 （    歳   月） 

調査日時：   年  月  日（  ）     午前・午後   時  分 

調査場所：自宅・保育所・幼稚園・学校・医療機関・その他（        ） 

調 査 者：（      ）（      ） 同行者（      ） 

調査対象：  

 

Ⅱ 調査事項  

１ 児童の全般的状況  

栄養状態：良・不良（肥満、 やせ、 栄養失調、 その他：          ） 

身体発達：身長     ㎝ 、  体重     ㎏ 

知的発達：無・有・疑わしい（程度：                           ） 

発達障害：無・有・疑わしい（程度：                    ） 

健康状態：良好・不良（状態：                       ） 

 

２ 虐待者 主たる虐待者（         ） 

従たる虐待者（          ） 

 

３ 虐待の状況  

① 身体的虐待  

                                        【外傷の状況】  

               

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

       （前）           （後） 

受診の有無：無 ・ 有（受診先：                       ） 

過去の受傷状況：                              

 

② 養育及び環境の状況（ネグレクト）   無・有・疑わしい・不明  

保護者の状況：家事をしない・できない、   留守がち、   拒否  

精 神 障 害  無・有・疑わしい・不明（           ） 

アルコール、薬物等依存  無・有・疑わしい・不明（           ） 

知 的 障 害  無・有・疑わしい・不明（           ） 
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様式 6（２） 

着衣：                                

食事：                                

住居：                                

                                         

③ 性的虐待の状況  

有・疑わしい  状況：                        

無・不明                              

 

④ 心理的虐待の状況  

有・疑わしい  状態：うつ、おびえ、無反応、攻撃性、自己評価の低下  

その他（                 ） 

無・不明    具体的事実：                    

                     

 

４ 保護者・児童の意向  

保護者の言い分：                           

                            

児童の言い分 ：                           

                            

５ 同行者の意見  

同行者の意見：                             

                             

立会者の意見：                             

                             

６ その他  

 

Ⅲ 所 見（訪問に対する親の反応・親子の様子、虐待の頻度や程度、保護者の情動コント

ロール、今後の危険性等）  

                                     

                                     

                                     

 

Ⅳ 結果と対応  

１ 緊急一時保護の必要性 

職権保護       同意保護       必要なし 

（理由：                            ） 

２ 関係機関による指導・観察  

指導機関とその方法  

(1)         ：                         

(2)         ：                         

(3)         ：                         
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様式7 

 

訪 問 ご 不 在 票 

訪問日    年  月  日（  ）  

              様 

 

  本日（午前 ・ 午後    時    分）、               さん 

のことで家庭訪問いたしましたが、ご不在でしたので、後日、改めて訪問 

させていただきたいと思います。 

   ご都合の良い日時を下記までご連絡いただければ幸いです。 

   

 

  【備考】 

                                                         

                                                

                                                

 

【連絡先】  

入間市 こども支援部こども支援課 児童相談担当   

℡０４-２９６４-１１１１ 内線２３５４、２３５５、２３５６、２３５７ 

             担当者            
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様式 8 

児童虐待ケース会議記録票 

 

 受付番号  

 

日時     年   月   日（   ）  午前 ・ 午後 

場所  

回数       回目 （前回会議    年   月   日） 

出席者 

（所属：氏名） 

ふりがな 

児童名 男・女 

生年

月日 （   歳） 

虐待の内容 ○虐待の種類 

  身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・養育の放棄、怠慢 

 

 

○虐待の具体的内容 

検討事項 ○これまでの検討事項 

 

 

 

 

 

 

○今回の検討事項   
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様式 8（２） 

 

支援対象者 支援の必要性 

支援の内容 

何を どの機関が 
どのように 

いつまで 

（児童本人）     

（兄弟姉妹）     

（保護者）     

（その他）     

次回会議 

予定日 

    

 



 

50 

 

様式 9 

入こ支発第     号 

平成  年  月  日 

 

所沢児童相談所長様 

 

入間市長 

 

要保護児童等送致書 

 

            第２５条の７第１項第１号 

下記の児童を児童福祉法              の規定により送致します。 

            第２５条の７第２項第１号 

 

記 

 

児童 

氏  名 （男・女） 

生年月日   昭和・平成   年   月   日生（   歳） 

保育所・ 学 

校 等 

利用状況 

保育所・学校名 

 学 年 

 担 任 

現 住 所 
〒 

            電話   （    ）   

保護者 

氏  名  続柄  

生年月日          年   月   日生（   歳） 

職  業  

現 住 所 
〒 

            電話   （    ）      

送致理由  

送致に当たっての意見  

ケース概要 

 

対応経過  

ケース担当者 
所 属            氏 名 

電 話    （   ） 

添付資料  
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様式 10（１） ※家族の同意がある場合 

入こ支第      号 

平成  年  月  日 

 

○○市町村児童福祉主管部局長 様 

 

入間市こども支援部こども支援課長 

 

児童・保護者等の転居に伴う相談ケースの情報提供について 

 

下記の児童について、貴管内に転居されましたので、児童福祉法第 25 条及び児童虐待の防止に関

する法律第 6 条第 1 項により、情報提供いたします。 

なお、この情報提供については、家族の同意はとれておりますが、当家族の心情を十分配慮の上、

支援していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 児童氏名    ○○ ○○  （男・女）  平成○○年○○月○○日生（○○歳） 

 

２ 保護者氏名   ○○ ○○  （続柄 ○○ ） 

 

３ 新 住 所   ○○県○○市○○ （転出日 平成○○年○○月○○日） 

 

４ 旧 住 所   入間市○○ 

 

5 ケースの概要   別紙のとおり 

 

6 その他 

 

 

 

 

担当：入間市こども支援部こども支援

課 

児童相談担当 ○○、○○ 

電話：０４－２９６４－１１１１ 

（内線）○○○○、○○○○ 
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様式 10（１） ※家族の同意がない場合 

入こ支第      号 

平成  年  月  日 

 

○○市児童福祉主管部局長 様 

 

入間市こども支援部こども支援課長 

 

児童・保護者等の転居に伴う相談ケースの情報提供について 

 

下記の児童について、貴管内に転居されましたので、児童福祉法第 25 条及び児童虐待の防止に関

する法律第 6 条第 1 項により、情報提供いたします。 

なお、この情報提供については、家族の同意がとれておりませんので、当家族の心情を十分配慮の

上、慎重に対応されるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 児童氏名    ○○ ○○  （男・女）  平成○○年○○月○○日生（○○歳） 

 

２ 保護者氏名   ○○ ○○  （続柄 ○○ ） 

 

３ 新 住 所   ○○県○○市○○ （転出日 平成○○年○○月○○日） 

 

４ 旧 住 所   入間市○○ 

 

5 ケースの概要   別紙のとおり 

 

6 その他 

 

 

 

 

担当：入間市こども支援部こども支援課 

児童相談担当 ○○、○○ 

電話：０４－２９６４－１１１１ 

（内線）○○○○、○○○○ 
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様式 10（２） 

 

ケース情報提供票 

旧住所  新住所  

児童氏名  学年  

生年月日 平成 年 月 日生 

最初に転出先市町村に 

連絡した日付と内容 

（ 年 月 日） 

直近の家族状況・リスク要因及びこれまでの指導経過等概略 

主訴 虐待（身・心・ネ・性） その他（  ） 内容  

 

ケース 

・家族状況 

の特記事項 

 

 

 

 

 

家族図 

 

直近情報  

リスク要因 

(簡潔に箇条

書き) 

 

 

 

 

主な 

指導経過 

(箇条書き) 

平成 年 月 日 (要保護児童対策地域協議会でケースとして取り扱いを始めた時期) 

  

  

  

  

これまでに関わっていた関係機関 

機関名 担当者１ 担当者２ 電話連絡先 その他 

所沢児童相談所     

○○学校・保育所     

○○保健センター     

     

転出先ですでに連絡済みの関係機関 

機関名 担当者１ 担当者２ 電話連絡先 その他 
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様式 11（１） 

入こ発第      号 

平成  年  月  日 

 

○○学校長 様 

 

入間市こども支援部こども支援課長 

 

幼児児童生徒に関する情報の提供について（依頼） 

 

「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供の指針」（平成 22 年 3 月 24 日

付け雇児発 0324 第 1 号）に基づき、下記幼児児童生徒に関する情報を提供してくださいますようお

願いいたします。 

なお、期間中において取扱いを終了した際には、速やかに連絡します。 

 

記 

 

１ 児童氏名       ○○ ○○  （男・女）  平成○○年○○月○○日生 

 

２ 情報を求める期間       年  月  日から      年  月  日まで 

 

３ 提出の方法      当月末までの情報を翌月  日までに提出してください。      

 

 

 

 

担当：こども支援課児童相談担当 

   ○○、○○ 

電話：０４－２９６４－１１１１ 

（内線）○○○○、○○○○ 
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様式 11（2） 

別紙 

 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日の出欠等の状況 

 

幼児児童生徒等 

氏名 

欠席 

日数 

家庭からの連絡 特記事項 

（欠席の理由） 

遅刻 

日数 

早退 

日数 有 無 

(例) 

入 間 太 郎 

 

１０ 

 

４日 

 

６日 

 

腹痛（１）・発熱（３） 

 

３日 

 

２日 

       

       

       

       

 

 

 

【 備 考 】 ※子どもや家族の様子で気になる点について、ご記入願います。 
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様式 1２ 

入こ支発第     号 

平成  年  月  日 

東京入国管理局長 様 

 

入間市長 

 

出入（帰）国記録等に係る照会について（依頼） 

標記の件につきまして、下記のとおり照会いたします。ご回答の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１、照会目的  児童虐待予防における養育支援を特に必要とする家庭の把握のため 

２、根拠法令  児童福祉法第２５条の３ 

３、照会記録  日本人出帰国記録 

４、対象者 

国籍及び本籍  

氏名（ふりがな）  

生年月日（西暦）  

性別  

その他参考事項  

 

 

 

 

 

 

担当者  入間市こども支援部こども支援課 

     児童相談担当 ○○○○ 

住 所  〒358‐8511 

     埼玉県入間市豊岡一丁目１６番１号 

電 話  ０４－２９６４－１１１１ 

FAX   ０４－２９６５－０２３２ 
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子どもの様子（安全の確認） 評　価

火傷やキズ（の跡）がある

不自然に子どもが保護者に密着している

子どもが保護者を怖がっている

子どもの緊張が高い

体重・身長が著しく年齢相応ではない

年齢不相応な性的な興味関心・言動がある

年齢不相応な行儀の良さなど、過度のしつけの影響が見られる

子どもに無表情・凍りついた凝視が見られる

子どもと保護者の視線がほとんど合わない

子どもの言動が乱暴

総合的な医学的診断による所見

保護者の様子 評　価

子どもが受けた外傷や状況と保護者の説明につじつまが合わない

調査に対して著しく拒否的である

保護者が「死にたい」「殺したい」「心中したい」などと言う

保護者が子どもの養育に関して拒否的

保護者が子どもの養育に関して無関心

泣いてもあやさない　

絶え間なく子どもを叱る・罵る

保護者が虐待を認めない

保護者が環境を改善するつもりがない

保護者がアルコール・薬物依存症である

保護者が精神的な問題で診断・治療を受けている

保護者が医療的な援助に拒否的

保護者が医療的な援助に無関心

保護者に働く意思がない

生活環境 評　価

家庭環境が著しく乱れている

家庭内が著しく不衛生である

不自然な転居歴がある

家庭・子どもの所在が分からなくなる

過去に虐待歴がある

家庭内の著しい不和・対立がある

経済状態が著しく不安定

子どもの状況をモニタリングする社会資源の可能性

子どもに会えない

評価　　３：強くあてはまる　　２：あてはまる　　１：ややあてはまる　　０：あてはまらない

子ども虐待評価チェックリスト（確認できる事実および疑われる事項）

資料1
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NO YES

NO

NO

NO

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　集中的な援助、

　　　　　　　場合によって

　　　　　　　は一時保護を

　　　ＹＥＳ　検討

　　　　　　　　　  継続的・総合

　　　ＹＥＳ　　 的な援助、場

　　　　　　　　 合によっては

　　　　　　　　 一時保護を

　　　　　　　 　検討

資料２　　　　　　　　　　　　　　　　一時保護に向けてのフローチャート

　ＹＥＳ　　　　緊急一時保護

　　　　　　　  を検討

　　　　ＹＥＳ　　発生前の

　　　　　　　　　一時保護を

　　　　　　　　　検討

①当事者が保護

　を求めている

　□性的虐待（性交・性的行為の強要・妊娠・性感染症罹患）

②当事者の訴える状

　状が差し迫っている

③子どもにすでに

　重大な結果がある

④重大な結果が生

　じる可能性が高い

□子ども自身が保護・救済を求めている

□保護者が、子どもの保護を求めている

　□確認にはいたらないものの性的虐待の疑いが濃厚であるなど

　□このままでは「何をしでかすか分からない」　「殺してしまいそう」など 　　　YES

　□ネグレクト　　　　例：栄養失調、虚弱、脱水症状、医療放棄、治療拒否

　□外傷（外傷の種類と箇所：

　□乳児院

　□生命に危険な行為　　　例：頭部打撃、顔面打撃、首締め、シェーキング、

　　道具を使った体罰、逆さ吊り、戸外放置、溺れさせる　（　　　　　　　　　　　）

　□性行為にいたらない性的虐待　（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

YES

 ⑤虐待を繰り返す可

 　能性が高い

　□新旧混在した傷、入院歴　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

　□過去の介入　　　例：福祉胃の通告、過去の相談歴、一時保護歴、施設入所歴

　　　「きょうだい」の虐待歴　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□保護者に虐待の認識・自覚なし

　□保護者の精神的不安定さ、判断力の衰弱

　　脱毛　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　　　ＹＥＳ

⑥子どもに虐待の

　明確な影響がある

　□保護者への拒否感、恐れ、怯え、不安　（　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

　□面接場面での様子　　　例：無表情、表情が暗い、鬱的、体の緊張、過度の

　　スキンシップを求める　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□虐待に起因する身体症状　　　例：発育・発達の遅れ、腹痛、嘔吐、白髪化、

NO

NO

NO

　□子どもへの拒否的感情・態度　　　例：拒否、愛情欠如、差別など不当な扱い、

　　望まない妊娠出産、母子健康手帳未発行、乳幼児健診未受診

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　□精神状態の問題　　　例：鬱的、精神的に不安定、妊娠・出産のストレス、

　　育児ノイローゼ　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□性格的問題　　　例：衝動的、攻撃的、未熟性　（　　　 　　　　　　 　　　　　）

　□アルコール・薬物の問題　　　例：現在常用している、過去に経験がある

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　□児童相談所等からの援助に対し拒否的あるいは改善が見られない、改善する

⑧虐待発生の可

　能性がある家庭

　環境

⑦保護者に虐待

　につながるリスク

　がある

　　つもりがない

　□家族・同居者間での暴力（ＤＶ等）、不和

　□日常的に子どもを守る人がいない

　□養育態度・知識の問題　　　例：意欲なし、知識なし、不適切、過剰期待、

　　家事能力不足　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　□家族状況　　　例：保護者等（祖父母、養父母等含む）の死亡、失踪、離婚、

　　妊娠、出産、ひとり親家庭等

　□生活基盤の問題　　　例：転業、失業、低収入、借金等の経済的困窮状態

　□虐待によるのではない子どもの生育上の問題等　　　例：発達や発育の遅れ、

　　未熟児、障害、慢性疾患　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□子どもの問題行動　　　例：攻撃的、盗み、家出、徘徊、虚言、性的逸脱、

　　退行、自傷行為、盗み食い、異食、過食　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　□保護者の成育歴　　　例：被虐待歴、愛されなかった思い　（　　　　　　　　 ）

（解説）

Ａ．①②③のいずれかで「はい」があるとき　→　緊急一時保護の必要性を検討

Ｂ．④に該当項目がありかつ⑤にも該当項目があるとき　→　次の虐待が発生しないうちに保護する必要性を検討

Ｃ．①から⑤のいずれにも該当項目がないが⑥⑦のいずれかで「はい」がある場合

　　→　表面化していなくても深刻な虐待が起きている可能性

　　→　あるいは虐待が深刻化する可能性

　　→　虐待リスクを低減するための集中的援助。その見通しによっては一時保護を検討

Ｄ．Ａ～Ｃのいずれにも該当がなく、⑧のみに「はい」がある場合

　　→　家族への継続的・総合的援助が必要。場合によっては、社会的養護のための一時保護の必要性を検討する。
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児童名 評定年月日 回数

性的虐待

身体的虐待

心理的虐待

性的虐待

性的虐待

重度

＜自由記述欄＞

資料3  　児童虐待リスクアセスメント・チェックシート

年齢によるリスク 乳幼児である。

心理的虐待

ネグレクト

本児以外の兄弟が虐待による通院歴、一時保護歴がある。（内容　　　　　　）

虐待以外の施設入所歴がある。（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅰ－３　児童と虐待者の距離　

児童と虐待者は同居。同居している大人が虐待者を制止できない。同居している他の大人がいない。

児童と虐待者は同居。同居している大人が虐待者を制止できる。

児童と虐待者は同居。他の大人により、虐待者は子どもに近づくことが制限されている。

兄弟間の差別的な取り扱いがある。

Ⅰ－２　過去の虐待の状況　

虐待による入院歴、施設入所歴がある。（内容　　　　　　　　　　　　　　）

虐待による通院歴、一時保護歴がある。（内容　　　　　　　　　　　　　　）

本児以外の兄弟が虐待による入院歴、施設入所歴がある。（内容　　　　　　）

虐待通告歴がある。（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

心理的虐待

養育者から暴力を振るってしまいそうとの訴えがある。

健康問題が起こるほどではない衣食住の欠如がある。

知的障害、発達障害が顕著であるのに適切や療育を受けさせてもらえな
い。

養育者から拒否感の訴えがある。

無視、暴言、乱暴な扱い、締め出し等の不適切な関わりがある。

父母間にDVやけんかがある。

夜間、学齢児のみでいる。

登校禁止

無視、暴言、乱暴な扱い、締め出し等の不適切な関わりにより、情緒的な
問題行動がみられる。

父母間の激しいDVやけんかに度々さらされている。

のぞき、不自然な関わり等（　　　　　　　　　　　　　　　　）

治療の必要はない程度の外傷がある。

養育者からの強い拒否感の訴えがある。

保護者の自殺企図、自傷に度々さらされている。

性行為や性的な画像・書籍を見させられた等（　　　　　　　　）

通院を必要とするほどではないが、治療が必要な外傷・火傷がある。

繰り返しあざ・傷がある。

衣食住が十分でなく、健康に問題が起こる可能性がある。

ライフラインの一部が止まっている。

通院を必要とする頭部・腹部以外の外傷・火傷がある。

成長・発達に著しい影響が出ている。

すぐに生命には関わらないが、必要な医療を受けられない。

生活に必要な衣食住が与えられておらず、健康に問題がある。

ライフラインがすべて止まっている。

昼夜を問わず、乳幼児と学齢児だけで長時間いる。

Ⅰ　虐待の程度　　　　　　　「あり」欄：該当する…○、疑い…△、不明…？

Ⅰ－１　現在の虐待の状況　　

入院を必要とする頭部・腹部以外の外傷・火傷がある。

シェークンベイビー（乳幼児揺さぶられ症候群）。

首絞め。

最重度

身体的虐待

ネグレクト

親子心中（未遂を含む）。

脱水、栄養不足による衰弱がある。

頭部の外傷、腹部の外傷がある。

生命に関わる医療拒否がある。

乳幼児だけで長時間過ごしている。

遺棄

性行為、わいせつ行為等（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ネグレクト

身体的虐待

中度

重度

身体的虐待

中度

軽度

軽度

ネグレクト

あり
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⑦社会生活上の問題

主（　） 従（　）

共感性の欠如：相手の気持ちを理解できない。

暴力の対象：家族、家族以外、他（　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　子ども（特定の子・全員）

孤立・非社会的：対人関係が取りにくい。

認知の歪み：独自の受け取り方、自分勝手な思いこみ、
　　　　　　自分の考えに執着

乳幼児期の育てにくさ（体重増加不良、食べない、不安定な睡眠、
かんしゃく、感覚の偏り（過敏等）、夜泣き、多動、視線が合わない、他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

現在の養育者との別居歴（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

健診、予防接種の未受診

統合失調症、気分障害(そううつ)、出産後うつ、神経症、自殺企図

自傷、パニック障害、過呼吸、PTSD、解離、人格障害、
他（　　　　　　　　　　）

治療継続中・未治療・治療中断・服薬中・治療終了

「あり」欄：主…主たる虐待者、従…他養育者、該当…○、疑い…△、不明…？

該当する項目を○、疑いの場合は△で囲む

身体障害、知的障害、精神障害

　手帳有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無

疾病等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発達障害（ADHD、自閉、LD、反抗挑戦性障害、行為障害、
　　　　　他（　　　　　　　　　　　　））

胎生期（妊娠の届出なし、妊婦健診未受診、母子手帳未取得）

出産時（未熟児、多胎児、早産、出産時仮死、長期保育器使用、
飛び込み出産、若年出産）

家出、窃盗（持ち出し）、徘徊、火遊び、他（　　　　　　　　）

妊娠、性化行動

極端なおびえ、無表情、拒否、顔色を窺う、

家のことを話したがらない、帰宅をしぶる、
他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

集団に属していない、迷子、登校（登園）状態が不安定、
他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

該当する項目を○、疑いの場合は△で囲む

Ⅱ　子どもの状況　　　　　　　「あり」欄：該当する…○、疑い…△、不明…？

該当する項目を○、疑いの場合は△で囲む

低身長、低体重、栄養不良、皮膚疾患、他（　　　　　　　　　）

不潔、異臭、おむつかぶれ、排泄の問題（　　　　　　　　　　）
睡眠リズムの不調、大食い、盗み食い、他（　　　　　　　　　）

精神症状(不眠、悪夢、閉じこもり、うつ、他（　　　　　　　））

自殺企図、自傷行為（　　　　　　　　　　　　　）、薬物

③性格行動上の問題 暴力・衝動的、嘘をつく、反抗

愛着障害（診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・疑い）

他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②生育歴上の問題
　　（過去の状況）

①病気・障害の有無

②障害の有無　

④反社会的行動

⑤性的問題

①身体状態

②生活状態

Ⅱ－２　リスク要因　　　　　　    

Ⅱ－１　現在の状況　　　　　　    あり

接触により不安定になる、なつかない、

③依存症

ありⅢ　養育者の状況　　　　　　　「あり」欄：該当する場合…○、疑いがある場合…△

①疾病等

知的障害、身体障害、精神障害、発達障害

過去：アルコール、薬物/シンナー、ギャンブル、消費（買い物）
　　　他（　　　　　　　　　　）（　　　　頃）

現在：アルコール、薬物/シンナー、ギャンブル、消費（買い物）
　　　他（　　　　　　　　　　）

身体的／ネグレクト／性的／心理的（親のＤＶ）
時期（　　　　　　　　頃）

強迫的：子どもは○○でなければならない（例：嘘をついてはならない）

衝動的：感情が高ぶると自分を抑えられない。

④被虐待歴

⑤性格・行動

攻撃・暴力的：人や物への暴力、脅しや脅迫的な言動

⑥親子関係

Ⅱ　　　 ３　　　２　　　　１  　　０　　　９

評定　  不良　やや不良　概ね良好　良好　　不明

＜自由記述欄＞
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主（　） 従（　）

没交渉・対立：親族と交流なし、対立している

過干渉：行動に口出しされる、など

相反する感情：複雑な感情を抱いている。（依存と対立等）

不衛生：ゴミが室内外に散乱、異臭、ペットの放置、他（　　　）

家事・育児の欠如（食事、掃除、洗濯、入浴）

安全配慮の欠如：危険なものを放置、他（　　　　　　　　　　）

内縁関係：同居、行き来

転居：転居の繰り返し、突然の転居

Ⅴ　社会資源とのつながり　　　「あり」欄：該当する…○、疑い…△、不明…？

妊娠中、出産後間もない状態（出産時期　　　年　　　月頃）

他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

失業：失業中、求職中

Ⅳ　　　 ３　　　２　　　　１  　　０　　　９

評定　  不良　やや不良　概ね良好　良好　　不明

回避：虐待者の行為に気づかないふりをする、見ないふりをする、
　　　なかったことにする

該当する項目を○、疑いの場合は△で囲む

不和・ＤＶ：夫婦げんか、ＤＶ、家庭内別居

ひとり親世帯：未婚、離婚、死別、時期（　　　　　　　　　　）

再婚：（時期、再婚時の子ども数等：　　　　　　　　　　　　　　　）

依存：子どもと一緒にいないと不安、親の役割を子どもにさせる
過度の要求：理想の押しつけ、年齢（能力）不相応な要求

否定：虐待はしてない、知らない、事故又は子どもの責任と主張

行為は認めるが虐待を正当化：体罰容認、子どもの問題を主張

同調：虐待者の行為を容認し加担

黙認：虐待者の行為を知っているが止めようとしない、止められない

「あり」欄：主…主たる虐待者、従…他養育者、該当…○、疑い…△、不明…？

該当する項目を○、疑いの場合は△で囲む

拒否：子どもがかわいくない、殺してしまいそう、望まない出産、
　　　特定の子への差別

無関心：子どもに注意を向けない、子どもの成長・発達に無関心

執着・支配：子どもの行動のコントロールしようとする。

拒否・抵抗：接触を拒否する、電話・訪問等に応じない、
　　　　　　行政機関への不信、健診未受診
　　　　　　他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

接触困難：不在（居留守）がちで連絡が取れない、応答がない、

　　　　　子どもとは会えない。健診勧奨に応じない。
　　　　　他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

社会的孤立：近隣や友人等との交流がない。

②関係機関の受入れ

＜自由記述欄＞ Ⅴ　　　 ３　　　２　　　　１  　　０　　　９

評定　  不良　やや不良　概ね良好　良好　　不明

あり

①親族等との関係

該当する項目を○、疑いの場合は△で囲む

依存：依存して生活を送っている。（経済面、心理面、日常生活）

②経済的な問題

③生活環境

多額の借金

準要保護、生活保護（申請中、受給中）

不安定就労：不定期就労、日々雇用、休職中等一定収入得られない

経済苦：生活費、光熱費、家賃等の支払いに困窮

⑦虐待の認識

⑧同居保護者の虐待への
　態度・姿勢

Ⅲ　養育者の状況(続き)　「あり」欄：該当する場合…○、疑いがある場合…△

⑥子どもへの感情

「あり」欄：該当する…○、疑い…△、不明…？

あり

①夫婦・家族関係

あり

＜自由記述欄＞

＜自由記述欄＞ Ⅲ　　　 ３　　　２　　　　１  　　０　　　９

評定　  不良　やや不良　概ね良好　良好　　不明

Ⅳ　家族の状況　　　　　　　　　　「あり」欄：該当する場合…○、疑いがある場合…△
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児童名：

評定者名：

 ９
不明

Ⅰ－１
現在の状況

 ９
不明

Ⅰ－２
過去の状況

 ９
不明

Ⅰ－３
虐待者との距離

 ９
不明

 ９
不明

 ９
不明

 ９
不明

 ９
不明

順位

実施 (        　                                 )
理由 (        　                                 )
       (        　                                )

　　　　３　　　　　２　 　　　　１　　　　　　  　　０
　　　  不良　　　やや不良　　　概ね良好　　　　　　良好

　　　　３　　　　　２　 　　　　１　　　　　　  　　０
　　　  不良　　　やや不良　　　概ね良好　　　　　　良好

　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１　　　　　　０
　最重度　　　  重度　　　　中度　　　　軽度　　　　問題なし

　　　　３　　　　　２　 　　　　１　　　　　　  　　０
　　　  不良　　　やや不良　　　概ね良好　　　　　　良好

　　３　　　　　　　　２　　　　　　　１　　　　　　　０
　  重度　　　　　　　中度　　　　　　軽度　　　　　問題なし

　　３　　　　　　　　２　　　　　　　１　　　　　　　０
虐待が起こった時　　　虐待が起こった時　　虐待が起こらない　　　問題なし
止められない　　　　　止められる　　　　　ように予防できる

　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１　　　　　　０
　最重度　　　  重度　　　　中度　　　　軽度　　　　問題なし

　　　　３　　　　　２　 　　　　１　　　　　　  　　０
　　　  不良　　　やや不良　　　概ね良好　　　　　　良好

Ⅱ　子どもの状況

Ⅲ　養育者の状況

Ⅳ　家族の状況

Ⅴ　社会資源との
　　つながり

●リスクの総合評定

Ｂ　安全確認の最終状況

Ａ　リスクの評定

Ⅰ　虐待の程度
　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１　　　　　　０
　最重度　　　  重度　　　　中度　　　　軽度　　　　問題なし

　評　定　シ　ー　ト

評価日：　平成　　年　　月　　日　　　　回目…○
　　　　　平成　　年　　月　　日　　　　回目…△
　　　　　平成　　年　　月　　日　　　　回目…□

　　　　　　　　現状・課題　　　　　　　　　　　　　　　　　対応策対応策

【いつ】　　年　　月　　日　【どこが】　　　　　　　【どのように】

※関わりのある機関等

　保育園・一時保育・幼稚園・障害児通園施設・医療機関・学校・学童保育・教育相談・警察
　家事育児支援（ファミリーサポートなど）・民生児童委員・主任児童委員・保健所・保健センター
　市町村（児童担当、家庭児童相談員、生活保護、障害、高齢者、他（　　　　　　　　　　　　））
　障害者支援センター・
　他　家族・親族で活用できるもの等：

Ｄ　課題と必要な支援

Ｃ　社会的サポートの利用状況
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あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

２　保護者の様子

３　生活環境

項　　　目 該当するものに○

訪問する職員に攻撃的な態度はないか（些細な非を追及する、など）

養育態度や知識に問題はないか（意欲、知識不足、不適切、期待過剰、家事能力不足、など）

病気や体調不良の場合でも病院に受診させていない、ということはないか

夫婦仲は問題ないか（暴力を受けた傷や傷痕がないか、など）

失業、転職など繰り返しや、突然の転居はないか

精神的に不安定で「死にたい」　「子どもが可愛く思えない」　などの言動はないか

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

家庭訪問時のチェックポイント

【在宅の時】

項　　　目 該当するものに○

表情や反応が乏しい、おびえている、元気がない、過度にスキンシップを求める、ということはないか

打撲等によるあざ、火傷などの不自然なあざ、傷がないか

着衣が薄汚れていたり、擦り切れたり、季節にそぐわない服装をしていないか

顔、髪の毛、手足、口腔内（虫歯が多い等）が不潔ではないか

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

子どもの健康状態に問題はないか（低身長、 低体重、 栄養失調、衰弱、など）

乳幼児や小学校低学年以下の児童だけで放置されていないか

理由もなく、保育所や学校に通わせていない、ということはないか

病気や体調不良の場合でも病院に受診させていない、ということはないか

訪問日　（平成　　　　年　　　　月　　　　日）　　　訪問者　（　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　）

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

項　　　目 該当するものに○

項　　　目 該当するものに○

子どもの関わり方が乏しかったり（泣いてもあやさないなど）、冷たい態度をとったりしていないか

子どもへの怒り方が異常でないか、発達にそぐわない厳しいしつけはないか

繰り返し子どもを愚弄することはないか

保護者の極端ないらだちや不安定さはないか

家庭訪問を拒むことはないか

アルコール等薬物依存、精神疾患などないか

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

台所で食事を作っている様子はあるか

乳幼児にとって悪い影響を与えるたばこの臭いはしないか

乳幼児にとって危険な物（口に入るような物）が無造作に置かれていないか

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

庭や玄関など、外回りは片付いているか 確認不可

異臭はないか 確認不可

○家庭訪問は、可能な限り室内を視認し、生活状況を把握する。

１　子どもの様子

○何回訪問しても会えないことは、リスクが高い

【不在の時】

長期間理由不明の不在が続いていないか 確認不可

洗濯ものは干してあるか（子どもの洗濯物が干してあるか）、干している物が替わっているか 確認不可

電機やガスメーターの動きはどうなっているか 確認不可

確認不可

室内やベランダなどが乱雑、ごみが散乱していないか、異臭がしていないか、ペットの放置など不衛生でないか

　　　　【訪問の際の留意点】

　　　○　家庭訪問は、２名以上の複数職員で訪問することが望ましい。

　　　○　室内の視認、子どもの身体確認は、面接の中で可能な限り自然なかたちで実施する。

　　　○　訪問により不自然な不在が続いたら、児童相談所に対応を協議する。

　　　○　訪問に際し、児童虐待をうかがわせる明らかな異変（異臭、暴言、物音など）を把握した場合、速やかに通報 ・ 通告をする。
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関 関 係 機 関 一 覧 覧 

（平成 30年 4月 1日現在） 

公立保育所 

豊岡保育所 扇町屋 1-7-17 2962-4493 

金子第一保育所 大字南峯 75 2936-0237 

金子第二保育所 大字花ノ木 142 2936-1655 

藤沢保育所 東藤沢 8-12-27 2962-4044 

藤沢第二保育所 大字下藤沢 276-1 2962-3680 

宮寺保育所 宮寺 595-1 2934-2058 

二本木保育所 大字二本木 231-1 2934-1701 

黒須保育所 宮前町 8-18 2962-7301 

東金子保育所 大字新久 487-2 2962-7881 

高倉保育所 高倉 5-1-11 2962-6160 

西武中央保育所 大字野田 519 2932-2905 

民間保育園    

豊岡保育園 宮前町 2-2 2962-3448 

あけぼの保育園 東町 1-8-5 2962-2428 

いるま保育園 東町 4-1-24 2962-8253 

こどものくに保育園 大字下藤沢 1305-1 2963-0341 

ゆりかご保育園 宮寺 3239-2 2934-2967 

しらさぎ保育園 春日町 2-12-1 2963-1564 

茶々保育園 大字小谷田 64 2964-5559 

おおぎ保育園 扇台 4-5-19 2963-7707 

おおぎ第二保育園 豊岡 1-8-24 2963-0007 

あけぼの保育園分園 大字小谷田 653-1 2966-6730 

わかばの森保育園 大字上藤沢 687-2 2965-3003 

杏ほいくえん 大字仏子 1113-1 2931-2000 

木の実保育園 河原町 15-11-103 2966-2155 

むさしっこ保育園 大字下藤沢 494-1 2965-5872 

どろんこ保育園 大字上藤沢 547-1 2962-5763 

小規模保育 A型  

すくすく保育園 東町 5-6-5 2962-4351 

おひさま保育園 大字野田 3047-19 2933-1325 

武蔵藤沢めぐみ保育園 大字下藤沢 825-1 2941-2586 

みつばち保育園 扇台 2-3-31-1 2901-0328 

夢の森ほのぼのハニー保育園 新光 233-1 2936-9016 

認可外保育施設（事業所内）  

小林病院保育室 宮寺 2417 2934-5121 

西武入間病院保育室 大字野田 3078-13 2932-1121 

豊岡第一病院 こばと保育園 大字黒須 1369-3 2964-6313 

原田病院 なかよし保育園 豊岡 1-13-3 2962-1251 

㈱啓和運輸きぱふるいるま 狭山台 18-1 2934-6560 
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(医)永仁会 永仁会保育園 宮寺 3195-1 2968-7575 

キッズランド 上藤沢 大字上藤沢 215-5（埼玉西ヤクルト販売㈱）  2966-8810 

認可外保育施設（その他） 

チャイルド ホップ 豊岡 1-12-4 2963-2525 

たけのこルーム 東町 5-6-8 2962-4351 

公立幼稚園 

あずま幼稚園 大字小谷田 1433-1 2962-3024 

私立幼稚園   

めぐみ幼稚園 大字小谷田 1-7-9 2962-2300 

元加治幼稚園 大字野田 1585 2932-0184 

音大武蔵野幼稚園 大字中神 741-1 2932-1640 

わかばの森幼稚園 大字上藤沢 694-1 2962-6055 

若杉幼稚園 大字下藤沢 1281-11 2964-1292 

角栄幼稚園 東藤沢 4-15-20 2962-4578 

いるま幼稚園 久保稲荷 1-25-3 2964-2498 

白梅幼稚園 大字下藤沢 750-1 2963-0503 

あんず幼稚園 大字仏子 1089-34 2932-6464 

学童保育室 

豊岡学童保育室 向陽台 1-1-14（豊岡小学校 校地内） 2962-7871 

藤沢学童保育室 大字上藤沢 384-3（藤沢小学校 校地内） 2964-1306 

西武学童保育室 大字野田 498（西武小学校 校地内） 2932-2701 

西武第二学童保育室 大字野田 498（西武小学校 校地内） 2932-2701 

東金子学童保育室 大字小谷田 1465（東金子小学校 校地内） 2964-0514 

藤沢北学童保育室 東町 7-10-20（東町公園隣接地） 2964-3718 

高倉学童保育室 高倉 4-6-17（高倉公民館前） 2963-1806 

黒須学童保育室 春日町 2-14-59（黒須小学校 隣接地） 2964-9925 

扇学童保育室 久保稲荷 5-7-14（藤棚公園前） 2964-7899 

扇第二学童保育室 久保稲荷 5-7-14（藤棚公園前） 2965-5511 

金子学童保育室 大字西三ツ木 150（金子小学校 校地内） 2936-3271 

金子第二学童保育室 大字西三ツ木 150（金子小学校 校地内） 2936-5290 

狭山学童保育室 大字二本木 71-1（狭山小学校 校地内） 2934-4986 

藤沢南学童保育室 大字上藤沢 37-2（藤沢南小学校 校地内） 2965-3749 

藤沢第二南学童保育室 大字上藤沢 37-2（藤沢南小学校 校地内） 2965-3749 

藤沢東学童保育室 東藤沢 7-9-1（藤沢東小学校 校舎内） 2963-4112 

仏子学童保育室 大字仏子 433-1（仏子小学校 校地内） 2932-8877 

宮寺学童保育室 宮寺 594-1（宮寺小学校 校舎内） 2934-4118 

新久学童保育室 大字新久 500（新久小学校 校舎内） 2936-5128 

東町学童保育室 向陽台 2-1009-3（東町小学校 校舎内） 2963-8515 
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公立小学校   

豊岡小学校 向陽台 1-1-14 2964-5286 

黒須小学校 春日町 2-14-60 2964-4451 

扇小学校 久保稲荷 4-1195-2 2962-9005 

東金子小学校 大字小谷田 1524 2964-3742 

金子小学校 大字西三ツ木 150 2936-0211 

宮寺小学校 宮寺 594-1 2934-2014 

藤沢小学校 大字上藤沢 384 2962-5252 

藤沢南小学校 大字上藤沢 52 2962-1921 

狭山小学校 大字二本木 65-1 2934-2077 

西武小学校 大字野田 512 2932-0454 

藤沢東小学校 東藤沢 7-9-1 2962-8201 

藤沢北小学校 東町 7-1-19 2963-1601 

仏子小学校 大字仏子 165 2932-1201 

新久小学校 大字新久 500 2936-0114 

東町小学校 向陽台 2-1009-3 2964-2220 

高倉小学校 高倉 4-14-7 2964-5288 

公立中学校   

豊岡中学校 向陽台 2-1-20 2962-5274 

金子中学校 大字西三ツ木 187 2936-0131 

武蔵中学校 宮寺 3193 2934-2234 

藤沢中学校 大字下藤沢 1263-1 2962-7214 

西武中学校 大字仏子 960-1 2932-2101 

向原中学校 久保稲荷 3-34-1 2963-2131 

黒須中学校 鍵山 3-13-17 2963-7501 

東金子中学校 大字小谷田 451-1 2962-7118 

上藤沢中学校 大字上藤沢 146-2 2963-2677 

東町中学校 向陽台 2-1-22 2965-2631 

野田中学校 大字野田 1741 2932-7301 

子育て支援センター（地域子育て支援拠点施設） 

あいくる 豊岡 1-8-39 2966-2848  

あおぞら（おおぎ保育園） 扇台 4-5-19 2963-7707 

あおいとり（おおぎ第二保育園） 豊岡 1-8-24 0120-083452 

茶々保育園 大字小谷田 64 2964-6445 

こどものくに保育園 大字下藤沢 1305-1 2963-0341 

あけぼの保育園 東町 1-8-5 2962-2428 
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関係機関 

所沢児童相談所 2992-4152 

※休日夜間児童虐待通報ダイヤル 048-779-1154 

狭山保健所 2954-6212 

狭山警察署 2953-0110 

さいたま地方法務局所沢支局 2992-2677 

さいたま地方裁判所川越支部 049-225-3500 

さいたま家庭裁判所川越支部 049-225-3560 

日本司法支援センター埼玉地方事務所川越支部（法テラス川越） 0503383-5377 

社会福祉法人 同仁学院（あいの実） 042-989-1217 

児童家庭支援センター シャローム 042-989-1535 

愛泉こども家庭センター 0480-62-2433 

嵐山学園児童家庭支援センター 0493-53-6611 

西部福祉事務所 049-283-6780 

With Youさいたま（埼玉県男女共同参画推進センター）代表（事務用） 048-601-3111 

埼玉県婦人相談センター 保護担当（事務用・一般非公開） 048-864-7071 

所沢市こども未来部こども支援課こども相談センター 2998-9129 

飯能市子育て支援課支援相談担当 042-978-5627 

狭山市こども課援護担当 2953-1111㈹ 

朝霞市こども未来課こども相談係 048-463-0364 

新座市児童福祉課家庭児童相談係 048-424-9161 

志木市健康福祉部子育て支援課相談グループ 048-473-1124 

和光市こども福祉課相談支援担当 048-424-9124 

入間市教育センター 2964-8355 

入間市社会福祉協議会 2963-1014 

入間地区医師会 2963-0014 

独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院地域医療連携室 04-2948-1111 

防衛医科大学校病院地域連携室 04-2995-1211 

相談窓口  

埼玉県警察少年サポートセンター 
（子ども用） 048-861-1152 

（保護者用） 048-865-4152 

少年サポートセンター西分室川越相談室 049-239-6598 

NPO法人 埼玉子どもを虐待から守る会 048-835-2699 

子どもスマイルネット（埼玉県子どもの権利擁護委員会） 048-822-7007 

子どもの人権 110番（さいたま地方法務局人権擁護課） 0120-007-110 

よい子の電話教育相談 

（県立総合教育センター） 

（子ども用） 0120-86-3192 

（保護者用） 048-556-0874 

乳幼児子育て電話相談（県立総合教育センター） 048-874-3321 

こころの電話（県立精神保健福祉センター） 048-723-1447 

（社福）埼玉いのちの電話・こどもライン（18歳以下）※年中無休 24H 048-640-6400 

入間市教育相談・青少年相談 2964-7830 

子育て相談（埼玉県医師会） 048-824-2611 

埼玉県婦人相談センター（一般公開用） 048-863-6060 

With Youさいたま（埼玉県男女共同参画推進センター） 048-600-3800 

埼玉県母子福祉センター（母子自立支援に関する相談） 048-642-6551 
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